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常総市における日系ブラジル人の就業・生活形態の地域的特性
−リーマンショックおよび震災後の変容に着目して−

池田真利子・金　延景・落合李愉�
堀江瑶子・山下清海・森　誠

　本稿は，関東圏への製品供給地点として製造業が立地する茨城県常総市を対象とし，食品製造業に
従事する日系ブラジル人の就労形態の特性を，外国人労働力を雇用する人材派遣・請負企業，製造企
業，および市役所，ブラジル人学校，エスニック事業所などへの関連主体への聞き取り調査から明ら
かにした．2008年リーマンショックにおける外国人雇用市場への直接的な影響は，電気機械系製造業
のみに確認され，食品系製造業ではみられなかったため，他ブラジル人集住地域と異なり市内の外国
人労働力失業率の急激な上昇は見られなかった．一方，2011年東日本大震災ではブラジル人が多数県
外・国外へと転出し，年間を通じて安定的労働力を必要とする食品企業は，2011年以降ブラジル人の
雇用に対して消極的姿勢を見せつつある．こうした状況において，一部食品製造企業では，日本人配
偶者の滞在資格をもつフィリピン人女性労働力の雇用を開始する傾向にある．また，労働力市場の変
容により，ブラジル人の生活形態においても大きな変化が見られた．本国の経済的状況が改善されつ
つある現在，常総市の日系ブラジル人において，帰国志向と滞在志向の二極化が顕れつつある．
キーワード：�日系ブラジル人，食品製造業，リーマンショック，人材派遣企業，高齢化，フィリピン人

Ⅰ　はじめに

Ⅰ－１　研究課題
日本における在留外国人登録者数は，1990年の
出入国管理及び難民認定法（以下，入管法）の改
正を機に年々増加傾向にあり，なかでも日系人を
中心としたブラジル国籍人口は，2000年代後半ま
で韓国朝鮮系，および中国に次いで三番目に多
かった．しかし2008年のリーマンショックに始ま
る経済危機，および2011年の東日本大震災を機に，
ブラジルの登録外国人数は減少傾向に転じ，2013
年現在におけるブラジル国籍者数はフィリピンの
それを下回っている．
ところで中国や韓国・朝鮮，フィリピン等のア
ジア系エスニック集団に比較して，日系ブラジル
人の居住地選択や職業選択，およびエスニック集
団内部の紐帯形成等は特徴的であり，他のエス

ニック集団とは異なる性格をもつ．静岡県浜松市
のエスニック事業所における利用状況を調査した
片岡（2005）によると，日系ブラジル人はエスニッ
クビジネス事業所を介して財・サービスの消費活
動のみならず，同胞間の情報交換や母国文化の保
持，アイデンティティの育成等の文化的活動を
行っており，こうした複合的機能をもつエスニッ
ク事業所の派生要因を，樋口（2002）の移動形態
的枠組みを援用しつつ，「市場媒介型移住システ
ム」における特性と関連付けている．つまり，地
縁・血縁関係の乏しい第２・第３世代の日系ブラ
ジル人は職業斡旋を頼って来日するため（梶田・
丹野・樋口，2005；千葉，1994），東海地方や，
北関東等に卓越する工業集積地帯へと集住するの
であり，こうした特殊な集住形成要因により，受
入地域におけるエスニック連帯もまた，多様にな
らざるを得ないということである（樋口，2010；
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2012）．したがって，来日以降の日系ブラジル人
の意思形成過程や社会的紐帯の様相を含む生活環
境を考察するに当たり，人材派遣企業が重要な説
明要因となることがわかる．
ところで地理学および隣接諸分野におけるこれ
までの研究では，主に日系ブラジル人が縁辺的か
つ単純な労働に集約されている点に焦点が当てら
れてきた．たとえば，1990年６月の改定入管法施
行直後に調査を行った千葉（2004）は，量産型組
立機械工業が集積する工業地域におけるブラジル
人の集住要因を分析し，さらに雇用機会における
男女間の差を指摘する．また山本（1994）は，日
本人により補足不可能となった不熟練労働者の労
働力需要を補うために日系ブラジル人や他外国籍
の労働者が導入された前提を指摘した上で，日系
人を中心とした外国人労働者が日本の中小企業に
おいて一般的に移動性向が高いと認識されている
点に着目し，その要因が製造業や派遣業等の縁辺
的な労働力の売手市場であることに求めた．
しかし，日系ブラジル人の移動性向の高さの要
因は，縁辺的労働力としての需要の大きさもさる
ことながら，彼らの日本在留志向や滞在目的にも
大きく関わるといえる．特に入管法改正による外
国人労働力使用解禁から約20年が経過した現在，
労働力需要側および供給側と，両者を仲介する人
材派遣企業において複雑な意思形成が成されてい
ると推測される．
さらに2008年の経済危機による国内労働市場の
縮小は，日系ブラジル人の在留・帰国志向の形成
において重要な転換点となった．経済危機前後の
日系ブラジル人の生活・就労環境の変化に関して
は，主に隣接分野において研究が重ねられ，樋
口（2011）ではブラジル人の年齢別人口推移を分
析した結果，15歳から29歳の年齢層が減少したこ
と，また山本・松宮（2011）は，日系ブラジル人
へのアンケート調査の重回帰分析により，経済危
機後に日本に残留した日系人の滞在目的が，貯金
や母国への送金，母国の不動産購入など比較的短
期滞在志向であることを明らかにしている．また，
2011年には東日本大震災の影響により国内の外国

人労働者が大きく減少し（川村ほか，2012；鈴木
ほか，2011；樋口，2012），こうした影響も今後
の日系人の定住化への意思形成要因として看過で
きないであろう．
しかしながら，こうした研究は主にブラジル人
への聞き取り調査に基づくものであり，派遣・請
負事業所を含む外国人労働者企業側への聞き取
り調査に基づく研究は管見の限り見当たらない．
また，2011年の東日本大震災では帰国支援事業１）

が実施され，厚生労働省の報告によるとブラジル
人20,053人が同支援事業を利用して帰国した．特
に2000年代半ば以降は，ブラジル母国の経済成長
が著しく，こうした時代の潮流を含め，日系ブラ
ジル人の滞在志向・目的や就業目的を多面的に分
析する必要性があるといえる．
また，エスニック集団を対象とした地理学分野
における研究では，特に地域社会であるホスト社
会との相互関係性におけるエスニック集団の生活
形態の特性に関して重点が置かれてきた（江・山
下，2005；山本，2002）．そのため本稿では，ホ
スト社会との関係性におけるエスニック集団の就
業・生活形態の地域的特性を重要な研究視点とし
て意識することとする．
本研究の目的は，関東圏への製品供給地点とし
て製造業が多く立地する茨城県常総市を事例と
し，①食品製造業に従事する日系ブラジル人の就
労形態の特性と，2008年の経済危機以降の就労形
態の変化を調査し，また②こうした経済危機によ
るエスニック集団の生活環境の変容や定住意識へ
の影響を，地方工業都市の地域社会との関連性と
併せて分析することである．なお，就業変化にお
ける重要な転換点となったのは2004年の労働者派
遣法（以下，派遣法）改正，2008年の経済危機，
および2011年の東日本大震災である．調査方法は
以下の通りである．まず，①に関して，人材派遣
企業，および日系ブラジル人を従業員として雇用
する食品製造企業（以下，直接雇用企業），およ
び常総市役所，職業安定所にて聞き取り調査を
行った．なお調査期間は，2013年５月19日～25日
である．また，本研究の対象地域においては，既
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に何点か調査結果が存在する（田村，2005；森，
2007）．本稿では，これら研究の成果を援用しつ
つ，特に過去５年の日系ブラジル人の生活環境の
変化を検証するため，②に関しては旧水海道市に
おいて日系ブラジル人が運営するエスニック事業
所，不動産会社，ブラジル人学校にて聞き取り調
査を行った．
研究の手順は以下の通りである．まず，Ⅱ章で
主に法務省入国管理統計や国勢調査を用いて，日
本国内における日系ブラジル人の増加とその背景
的要因を分析し，また，常総市における日系ブラ
ジル人の特徴を，滞在資格や職種に注目して整理
する．そのうえで，Ⅲ章では，常総市の人材派遣
企業，および直接雇用企業への聞き取り調査を用
いて，経営形態の時系列的変化および外国籍従業
員の雇用状況の変化を，特に経済危機および東日
本大震災前後から考察する．続くⅣ章では，Ⅲ章
において明らかとなった職業形態との連関におけ
る日系ブラジル人の居住環境，商業環境，教育環
境の変化を，日系ブラジル人の今後の定住・帰国
意識を含めて明らかにする．Ⅴ章では，Ⅲ章，Ⅳ
章を同列的に比較検討することにより，常総市に
おける日系ブラジル人の職業形態および生活環境
の変化を考察する．

Ⅰ－２　研究対象地域の概要
常総市は茨城県南西部に位置し，2013年12月現
在において人口65,899人の中堅都市である．また，
市町村合併前の旧水海道市と旧石下町では，人口
増減において異なる傾向がみられる．国勢調査
によると，旧水海道市の人口は，1975年に38,820
人，1995年には42,683人とやや増加しつつ推移し
ており，市町村合併前年の2005年には41,876人と
やや減少傾向にあった．一方で，旧石下町の人
口は，1975年に19,220人，1995年23,346人，2005
年24,669人と緩やかに増加し続けていた．しかし
2006年以降，旧石下町を含む常総市全体の人口は，
緩やかに減少しつつある．また，茨城県常住人口
調査によると２），全体に占める65歳以上の高齢者
の割合は，1998年に旧水海道市で18.3％，石下町

で15.9％であったのに対し，2003年20.4％，2008
年21.6％，2013年24.4％と上昇しており，このこ
とから若年層人口の転出と，それによる高齢化の
加速が読み取れる．
市内には常磐道や首都圏中央連絡自動車道が縦
断し，首都圏や東北地方へのアクセスが比較的良
好である（第１図）．また，一級河川である小貝
川や鬼怒川が南流し，水利においても恵まれてい
る．こうした関東への製品供給地点としての利
点から，大生郷工業団地（1980年），坂手工業団
地（1982年），内守屋工業団地（1987年），花島工
業団地（2001年）の計４工業団地が1980年代以降
に建設された．また，工業統計調査（2010年）に
よると，常総市における事業所数は263事業所で
あり，日立市，古河市，筑西市に次いで多い．ま
た工業統計調査（2005）では製造品出荷額合計約
５兆9,566億円のうち，一般機械が最高額の1,757
億円，次いで食料品が690億円であったのに対し，
同統計（2010）では製造品出荷額合計約１兆307
億円のうち食品製造業における製造品出荷額が約
1,030億円と最多である．以上のことから2000年
代後半に市内基幹産業であった一般・電気機械お
よび金属製品製造業が，2008年の経済危機におけ
る影響を強く受け，これにより市内基幹産業が食
品製造業へと転換したことがわかる．

Ⅱ　日系ブラジル人増加の歴史的経緯

Ⅱ－１　日本における日系ブラジル人の増加
既述の通り，日本における日系ブラジル人人口
は，1990年の入管法の改正に伴って，急激に増
加した（第２図）．法改正の背景には，好景気の
1980年代後半に顕著であった製造業等の過酷な労
働環境に代表される単純労働市場において発生し
た深刻な労働力不足があった．政府は労働力不足
を補うため，入管法を改正し，日系２世に「日本
人の配偶者等」，日系３世に「定住者」としての
在留資格を与えることで，従来は認められていな
かった単純労働にも合法的に就労できる環境を整
備した（駒井，2002）．こうして，入管法改正を
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機に，出稼ぎ目的で来日する日系ブラジル人が急
増した．
しかし，2008年の経済危機以降，日本における
就業機会の急激な減少に伴い，ブラジルへの帰国
者が増加した．こうした失業者に対して実施され
た帰国支援事業では，約2.2万人が申請し，彼ら
の日本語能力は総じて低い傾向にあった（片岡，
2013）．
また，ブラジル人人口減少の背景には，ブラジ
ル本国の経済成長もある．ブラジル国内の失業率
は2002年を境に年々減少傾向にあり，2003年に
10％を超過していた失業率も回復傾向にある．一
方で2008年を境にブラジル人人口の国外転出が顕
著である（第３図−ａ）．また，ブラジル国内の

一人当り名目GDP，GNI を指標に経済成長率を
みると，2000年代半ばから概ね上昇傾向であるこ
とがわかる（第３図−ｂ）．以上のように，本国
の経済状況が上向いたことも，日系ブラジル人の
帰国を促進した一因であろう．
2008年に人口規模が316,967人と最大であっ
た国内のブラジル人人口は，2012年12月時点で
190,581人にまで急減している．また，入管法改
正以降，在留外国人において一貫して第３位だっ
たブラジル人人口は４位となり（2012年12月時
点），代わってフィリピン人（202,974人）が第３
位となった．
続いて第４図を参照すると，2005年，2010年と
もに地理的分布の特徴に大きな変動はみられない

第１図　常総市における日系ブラジル人雇用関連企業の分布（2013年）
� （常総市産業労働部提供資料より作成）
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が，経済危機や東日本大震災を経た2010年には各
都道府県で一様に人口が減少していることが看取
できる．入管法改正当初は，輸送機器をはじめと
した製造業関連の企業が集積する北関東や東海地
域に集中する傾向があった．その後，食品加工製
造業をはじめとする業種の増加により，北陸地域
や東北地域ほか，全国へと拡散していった．この
ように，入管法改正以降急増した国内のブラジル
人人口は，製造業が集積する一部の都市に集住し
ていることが指摘できる．
ところで，茨城県内には2012年現在，20,417人
のブラジル人が居住しており，ブラジル人居住者
数では全国８位である（第５図）．市町村別の分
布に注目すると，特に県南にブラジル人人口の集
中が見られ，なかでも常総市のブラジル人人口
（2,034人）は土浦市（595人）を引き離し，県内
最大の人口規模を有する．また，常総市には，本
国への送金などに利用されるブラジル銀行の日本
支店７店舗のうちの１つである茨城出張所が立地
している．このことから，全国のなかでも，常総

市は主要なブラジル人集住地域であることがうか
がえる．

Ⅱ－２　�常総市における各エスニック集団の特
徴

常総市内の国籍別外国人人口数の推移から以下
のことがいえる（第６図）．まず，ブラジル人は
2006年まで増加を続けたが，2008年の経済危機，
2011年の東日本大震災を経た結果，2009年には一
時的に増加したものの現在は減少傾向に転じてい
る．一方でフィリピン人は2009年以降の増加が顕
著である．ペルー人は，2000年代においては増加
を続けたものの，現在は緩やかな減少傾向にある．
また，市内日本人居住者数は，2000年以降減少を
続けており，結果として居住人口全体に占める外
国人の割合は増加している．
これら各エスニック集団の在留資格別外国籍別
居住者数をみると（第１表），中南米はブラジル
人とペルー人いずれも定住者資格が全体の半数以
上を占め，２番目に多い資格に関しては，ブラジ
ル人が日本人の配偶者，ペルー人が永住者である．
一方で東・東南アジアでは，フィリピン人は半数
以上が定住者であり，次いで永住者，日本人の配
偶者となっているが，中国人に関しては，特定活
動を含む技能実習の在留資格をもつ者が全体の約
８割を占めている．加えて茨城県における外国
人永住者は，1998年では1,424人であったのに対
し，2008年では11,863人にまで達し，この10年間
で１万人以上の永住者が増加したことが確認でき
るが，これは1998年に永住許可の要件が緩和した
ため，更新不要な永住者の資格を取得する外国人
が増加したためであると考えられる（常陽ARC，
2010）．
以上より2008年時点における永住者の大幅な増
加の顕れは，茨城県における在住外国人の日本滞
在志向として理解することが可能である．
次に市内外国人労働者の出身地域別職業形態の
特徴をみる（第２表）．ブラジル人とフィリピン
人は，全体の約７割以上が製造業に従事するが，
ブラジル人は製造業従事者の９割以上が人材派

第２図　日本における国籍別外国人登録者数の推
移（1989～2012年）

� （『出入国管理統計年報』より作成）
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第３図　ブラジル国内の失業率および経済成長率の推移との連関における日本国内のブラジル人人口の
推移（1989～2012年）

� （『出入国管理統計年報』『IMF統計データ』より作成）

第４図　都道府県別ブラジル人の分布（2005年および2010年）
� （『在留外国人統計』法務省より作成）
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遣・請負企業に勤務するのに対し，フィリピン人
のその割合は１割以下に留まり，したがって製造
企業との直接雇用が９割以上を占める．

次に以上の総括として，日本全国および茨城県
における外国人労働者の失業率および製造業就業
比率の連関を考察する（第７図）．第一に欧米出

第５図　茨城県内におけるブラジル人の分布
（2012年）

（『茨城県における外国人登録（市町村別，国籍別）
（2013年）茨城県国際課より作成』）

第６図　常総市における国籍別外国人人口および
日本人居住者数の推移（1991～2013年）

注１）常総市統計書，水海道市統計書，石下町統計書，
茨城県国際課の統計に基づく．

注２）1996年は外国人登録合計数のみを示した．

� （常総市市民課提供データより作成）

第１表　常総市における在留資格別の外国籍居住者数（2013年）

注）括弧内は全在留資格における各在留資格項目の割合を示した．
� （常総市公共職業安定所提供資料より作成）
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第２表　常総市における職種別外国人労働者数（2013年）

注）括弧内は全外国人労働者に占める職種別の割合を示した．ただし，人材派遣・請負業における割合は
全製造業就業外国人労働者数に占める人材派遣・請負会社就業人口に占める割合を示した．

� （常総市公共職業安定所提供資料より作成）

第７図　全国および茨城県における失業率と製造業就業比率の連関（2005年および2010年）
� （平成17年度，平成22年度国勢調査より作成）
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身者は全国，茨城県のどちらにおいても製造業就
業比率が低く，2005年と2010年における分布に差
異もみられない．一方で，ブラジル人を含む南米
出身者は全国，茨城県共に６割以上が製造業に従
事し，失業率も高い．第二に常総市の外国人登録
者数において多数を占めるブラジル人，フィリピ
ン人，ペルー人について，全国および茨城県の間
で比較を行うと，ブラジル人とペルー人の茨城
県における傾向は全国と類似しているのに対し，
フィリピン人は茨城県における製造業就業比率が
全国と比較して約1.5倍の数値を示しており，県
内フィリピン人の就業特性を見出すことができ
る．

Ⅲ　日系ブラジル人の就業形態の特性と変容

本章では，主として常総市および周辺市区町村
の派遣・請負企業および直接雇用企業，常総市職
業安定所，市役所への聞き取り調査などから明ら
かとなった事実に基づき，2008年経済危機前後に

おける外国籍従業員の就業特性の変容を明らかに
する．

Ⅲ－１　�常総市の産業構造と外国人労働力就業
形態の特性

茨城県における外国人雇用事業所数は2011年10
月現在で3,559であり，そのうち約11.8％に当たる
421が派遣・請負事業所に該当する（厚生労働省，
2011）．2011年現在の全国および2013年現在の常
総市における事業所規模別の事業所数，外国人労
働者数，一事業所当りの平均外国人労働者数とそ
の割合を第３表に示した．
まず，常総市内には359の事業所が立地してお
り，従業員規模別の事業所数をみると，１人以上
30人未満の小規模事業所が全体の約７割を占め
る．また，全事業所のうち約１割に相当する35の
事業所が派遣・請負業者である．さらに規模別
の派遣・請負事業所数を見ると，小規模事業所
が18と全体の約半数以上を占めており，そのう
ち100人以上500人未満の大規模事業所は８（約

第３表　全国および常総市における事業所規模別の事業所数・外国人労働者数・一事業所
当りの外国人労働者数（2011年および2013年）
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22.9％），また30人以上100人未満の中規模事業所
は７（約20.0％）である．しかし，全国の事業所
規模別派遣・請負事業所数を参照すると，大規模
事業所が約37.7％と最多であることがわかる．以
上より，常総市内の派遣・請負事業所は雇用人数
が30人未満の小規模零細経営の派遣事業所の比率
が高いことがわかる．
次に外国人労働者数を参照すると，全外国人労
働者3,956人のうち，約44.7％に相当する1,768人
が派遣・請負事業所に雇用されている．また，外
国人労働者を雇用する派遣・請負事業所のうち，
約48.2％が100人以上500人未満の大規模事業所で
ある．一方，派遣・請負事業所に雇用されていな
い，つまり直接雇用の外国人労働者数の割合を
事業所規模別に見ると，小規模事業所では948人
（約43.1％），100人以上300人規模の事業所で760
人（約41.6％）と派遣・請負企業の雇用人数を大
きく上回ることがわかる．以上のことから，常総
市内の派遣・請負事業所は外国人労働者を積極的
に雇用するが，小規模および100人以上300人未満
の規模の事業所では直接雇用の外国人労働者数が
多くなっていることが明らかとなった．こうした
事業所が直接雇用する外国人労働者数は計2,188
人（55.3％）であり，これは，全国の直接雇用外
国人労働者73.0％に比較して高い割合であること

がわかる．常総市の外国人労働市場の特徴は，派
遣・請負企業を介さない直接雇用であるといえよ
う．
最後に，一事業所当りの外国人労働者数は常総
市の全事業所平均で11人であり，派遣・請負事業
所では50.5人である．これは全国における派遣・
請負事業所の平均雇用外国人労働者数10.2人の約
５倍であり，常総市の外国人労働者を扱う派遣・
請負事業所の受入規模が全国より大きいことを示
す．
ところで常総市の産業別事業所数の内訳をみる
と，製造業が136件（37.9％）と最も多い（第４
表）．また，派遣・請負企業も製造業関連が15件
と最多である．製造業に従事する全外国人労働者
数は2,664人（67.3％）であり，うち1,197人（44.9％）
が派遣・請負事業所に雇用されている．また，製
造業分野における一派遣・請負事業所の平均外国
人労働者数は79.8人と極めて多く，特に請負事業
所の１ライン工程に要する人員を20～30人と仮定
すると，一事業所当り３～４ラインを請け負って
いることが推測される．
以上より，常総市では小・大規模事業所の外国
人労働者直接雇用が特徴的である一方で，依然と
して派遣・請負事業所における雇用人数も多く，
また主な就業先は製造業であることが分かった．

第４表　常総市における産業業種別事業所数・外国人労働者数・一事業所当
りの外国人労働者数（2013年）

注）括弧内は全事業所数，外国人労働者数における業種別の割合を示した．
� （常総市職業公共安定所提供資料より作成）
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したがって常総市における外国人労働者の職業構
造は，ブラジル人の集住する他工業都市と比較し
ても一般的特徴を有しているといえる．
続いて，2008年の経済危機前後における外国人
労働市場の変化を述べる．常総市職業安定所への
調査によると，全体の有効求人倍率は0.74倍（2008
年以前），0.40倍（2008年９月），0.74倍（2013年）
と変動しており，経済危機により国籍を問わず雇
用状況への否定的影響があったことが窺える．ま
た，円高の影響から，主に製造業においてコスト
削減の必要性が生じたため，労働力の削減や賃金
の低下が確認され，市内の最低賃金は一時時給
600円となった．しかし2013年現在は699円へと回
復している．
また，常総市職業安定所によると，経済危機を
機に，人材派遣・請負企業と直接雇用企業におけ
る労働者の割合が，経済危機前は５：５であった
のに対し，経済危機後には２：８と大きく変化し
た．しかし，求人案件にみる特徴として，１年単
位で労働契約を更新する有期契約の案件が2008年
以降増加し，2013年現在でもなお，全求人案内の
約９割が有期契約であることから，2008年を機に
労働者を巡る雇用状況はより悪化したと考えられ
る．加えて経済危機後には人材採用自体が困難と
なったため，日本人であれば土日出勤可能であり，
かつ残業も可能な人を採用する傾向が強く，採用
条件も厳しくなったといえる．なお，外国人求職
者に対する日本語能力最低基準設置等の採用条件
に関する変化は特になかった．
続いて求職者の様相にみる変化として，現在外
国人求職者全体の大半が20歳代～30歳代，および
60代以上の高齢者と二極化していることが挙げら
れる．また，求職者の男女比を見ると，日本人求
職者は男性が多いのに対し，外国人求職者は全体
の６割程度が女性であるという．特にフィリピン
人求職者の男女比は３：７と女性が多く，主に配
偶者ビザで勤務するという．なお，ペルー人求職
者の男女比も４：６と，やはり女性の方が多い特
徴にある．なお，求人案内・採用条件において男
女差はない．

以上のことから，2008年の経済危機により，常
総市の外国人労働市場が以下の点から大きく変化
したといえる．まず，機械製造業を中心に国籍を
問わず失業率が上昇し，最低賃金も低下した．ま
た，基幹産業である製造業を中心に外国人労働者
の就業形態が派遣・請負から直接雇用へと大きく
変化した．こうした直接雇用の約９割が有期雇用
の採用であり，同雇用形態は2013年現在も変化し
ておらず，2008年の経済危機により労働者の採用
条件や勤務環境がより厳しくなったことが窺え
る．

Ⅲ－２　日系ブラジル人の就業形態の変容
常総市および周辺自治体に立地し，外国人労働
者（以下，外国籍従業員）を雇用する人材派遣・
請負企業，および直接雇用企業に対して，外国籍
従業員の就業特性および雇用形態とその変容に関
する聞き取り調査を行った．聞き取り調査を行っ
た人材派遣・請負企業３社（企業１～３），なら
びに直接雇用企業４社（企業４～７）の基本情報，
経営形態および日本人従業員，外国籍従業員に関
する雇用状況の特徴を第５表にまとめた．
以下では派遣・請負企業と直接雇用企業の２つ
の分類に基づき，常総市および周辺自治体におけ
る日系ブラジル人，およびその他外国人労働力の
雇用状況に関して分析する．

１）派遣・請負企業
（1）経営形態と雇用状況の特徴
第５表に基づき，まず，派遣・請負企業の経営
形態に関して述べる．人材派遣企業および請負企
業の法律上の違いは，業務遂行および労働環境の
整備等に関して労働者に実質的な指示を出す主体
の違いにある（第８図）．つまり，人材派遣企業
の場合は派遣先の企業が派遣社員に対して現場指
示できるのに対し，請負企業の場合は雇用する労
働者に対して現場指示並びに業務遂行等に関する
管理責任を全面的に負うのは，請負企業のみであ
り，業務委託側は同点に関しての権利を所有しな
い点で異なる．本研究では企業１，３が人材派遣
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企業として1990年代後半に創業しており，その後
2000年代後半に請負企業として事業形態を変化さ
せた（第５表）．
こうした事業形態の変化の背景には，2004年３
月に施行された労働者派遣法の改正がある．2004
年まで製造業分野における労働者派遣は認可され

ていなかったが，2007年には最長２年11ヵ月まで
の契約が許可され，それ以降の契約延長を希望す
る際には直接雇用を義務付ける方針へと転換し，
またそれに伴って労働保険・社会保険に関する労
働者の権利保護が明記された．さらに2006年には，
電気機械器具の製造業事業所における偽装請負問
題が国内メディアにおいて問題化した．こうした
状況を受けて，市内の人材派遣企業は，ライン製
造委託を中心とした請負企業へと事業形態を変化
させた．
外国籍従業員の雇用開始年をみると，企業１～
３いずれも1990年代後半であることがわかる．な
お，人材派遣企業として創業した企業１，３は，
創業時から外国籍労働者に特化した派遣事業を
行っており，1978年に鶏卵会社として創業した企
業２のみ，1999年に外国籍従業員の雇用を開始し
た．なお，2013年現在における外国籍従業員の割
合は，日本人を含めた全従業員の７割以上を占め
ており，主要労働力であることがわかる．また，
外国籍従業員の男女比率は企業１，２で６：４と，
やや男性が多く，企業３ではほぼ同率となってい
る．また，主要就業年齢層に関しては，20歳代か
ら40歳代が中心であり，企業３では16歳以上65歳

第５表　常総市における日系ブラジル人

注１）企業６の全従業員における男女比率は，日本人従業員における比率を示す．また，企業６の
外国籍従業員国籍別割合の内訳は，ブラジル人が８割～９割，残りペルー，フィリピン人で
ある．

注２）「−」は，データなしあるいは該当なしを示す．

�

第８図　人材派遣会社と請負会社の業務内容



−67−

までの雇用がみられた．
つづいて，請負企業にて勤務する従業員の国籍
に着目すると，全外国籍従業員の８割から９割は
ブラジル人であることがわかる．また，派遣・請
負企業にて雇用されているブラジル人は，主とし
て日系ブラジル人である．例えば，企業３で勤務
するブラジル人従業員の在留資格を例に挙げる
と，約９割が日系３世に当たる定住者，約１割が
日系１世に相当する永住者である．
また，就業者全体の２割以下を占めるブラジル
以外の国籍別特徴に注目すると，ペルー，アルゼ
ンチン，コロンビア，ドミニカ共和国等の中南米
諸国が多く，フィリピンやタイなどの東南アジア
諸国出身もいる．特にアジア系外国籍従業員は男
女比率において女性に偏る点が特徴的である．ま
た，ペルー等の南米諸国出身者を扱う請負企業は，
業務指導のための言語能力に関する点と，また従
来の業務提携先が男性労働主体の機械系製造業で
あったこともあり，アジア系従業員の雇用を行っ
ていない．
人材派遣企業は請負企業へと事業形態を変化さ
せるなかで，日系ブラジル人従業員の人材採用方
法を，ブラジル本国採用から紹介制へと変化させ

た．1990年代後半に人材派遣企業として設立され
た企業１，３では，ブラジル主要都市に立地する
旅行会社と提携することにより，ブラジル現地に
て職業案内や人材募集を行い，必要な書類の整備
や日本への航空券手配等を含む全過程を一貫し
て担当していた（第９図）．例として企業１では
創業当初，日系人が経営するサンパウロの旅行会
社と提携し，現地で職業斡旋を行っていた．この
現地支所では，日系人を含む現地従業員７，８名
が就業しており，日本における就労希望者に対し
て，日本企業における勤務内容等の紹介や生活に
関する情報提供を行い，来日までに必要な事務手
続きを代行する．こうした事務手続きは，例えば
日系人としての証明書である戸籍標本の領事館へ

第９図　人材派遣会社の業務内容
� （聞き取り調査より作成）

雇用関連企業の経営形態（2013年）

� （現地調査より作成）
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の提出や，往路の航空券手配が挙げられる．また，
往路用航空券手配以降の日本で必要となる手続き
は，通訳を含めて人材派遣企業が行う．具体的に
は，成田空港への送迎や住居手配，また外国人登
録等の行政への届け出等である．以上のように，
ブラジル人を専門とする人材派遣企業は，ブラジ
ル本国から日本移住に至るまでの諸手続きを，一
貫して担当する．そのため，１～３の人材派遣企
業は，賃貸住宅を借り上げ自社専用の社宅を整備
している．
しかし，2000年代後半における請負企業への事
業形態変更に伴い，請負企業での採用方法は，生
産ラインのリーダーを務める日系ブラジル人の紹
介や，一般の求人広告等により面接を経て採用す
る制度へと変化した．こうした変化の背景には，
日系ブラジル人の労働市場における流動性の高さ
に裏打ちされた短期的な人材の確保でまかなえる
程度にまで，2000年代後半に市内請負企業の事業
規模が縮小したことが要因として挙げられる．
ところで，日系ブラジル人の労働市場における
流動性の高さに関する言及は，各企業への聞き取
り調査において多く見受けられた．この要因とし
て，食品製造業という勤務環境の苛酷さや，日系
ブラジル人の出稼ぎという来日目的が起因すると
考えられる．特に，2013年現在の常総市における
日系ブラジル人は，製造業分野の中でも特に食品
製造のライン作業に従事するが，食品製造は他製
造業分野と比較しても特に勤務環境が厳しい傾向
にある．そのため人材派遣企業を介してブラジル
から来日し，食品製造業に従事しても，他の製造
業へ移動する傾向にある．また，来日目的が出稼
ぎであるため，時給額のわずかな高低差が転職へ
の動機付けとなり，国内において業務内容や居住
地を頻繁に変え移動する傾向もあるという．した
がって，企業を突然離職する事例もあり，例えば
１のように飛行機の往路分を人材派遣企業側が立
て替えている場合には，多額の負債を背負うこと
になる．
一方，２点目の事業規模の縮小は2000年代以降
徐々に進んでいったといえる．１～３の従業員人

数の最大時期を比較すると，１は2008～2009年，
２は2003～2005年，３は2000年となっている．つ
まり，2000年代以降，全体としてブラジル人労
働力の需要・供給関係に成長がなかった一方で，
2008年の経済危機が発生し，特に機械製造業企業
と協力関係にあった請負企業には深刻な影響が及
ぼされた．しかし，食品製造企業と協力関係にあっ
た請負企業では，経済危機による影響が少なかっ
たために全国からブラジル人労働力が転入したと
予想され，実際に2009年の常総市内ブラジル人人
口は前年度比で増加している．しかし，経済危機
から３年後に発生した2011年の東日本大震災時に
は，市内在住ブラジル人の国外，県外への流出が
顕著であり，特に年間稼動する食品製造業分野で
は製造ラインにおける労働力供給の不足がみられ
た．その後，請負企業の事業規模は現在縮小傾向
にある．
以上のことから，2004年の派遣法改正，2008年
の経済危機，および2011年の震災が，人材派遣企
業の経営形態に大きな影響を与えたことがわか
る．こうした傾向は，年間を通じて経営が安定し
ている食品製造業の末端労働市場が，流動性の高
い南米系労働者により支えられているがゆえの特
徴であるともいえる．

（2）人材派遣・請負企業の事例
①事例１：企業２
企業２は1978年に鶏卵会社として創業し，1999
年に外国籍従業員の雇用を開始した．2003～2005
年には最大雇用人数である250人の外国籍従業員
を雇用していたが，2013年現在は約３分の１以下
の80人を雇用しており，男女比は６：４とやや男
性が多い．なお，外国人雇用開始後の1999年から
2002年までは人材派遣企業を通じて間接的に雇用
していた．また，2007年以降は食品製造業の協力
企業２社の生産ラインを請け負う請負企業へと経
営形態を変化させた．こうした変化に伴い，企業
２における人材採用方法は，企業２における就労
経験者からの直接的な問い合わせや，口コミ等の
ネットワークを利用した直接雇用へと変化した．
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また，勤務年数や業績に応じ，現在５名の日系ブ
ラジル人が正社員として雇用されている．なお，
正社員は月給制だが，非正社員は自給制であり，
勤務内容に応じて男性の時給の方が女性より約
200円高い．なお，仕事内容は主に目視・触手に
よる検品と，肉類の二次加工である．また，日本
人従業員と外国籍従業員の間に時給差は存在しな
い．これは両者の作業内容や職場環境が同一であ
ることによる．
１日の労働時間は８時間を基本とし，２シフト
制ないし３シフト制を採用する．ただし，外国籍
従業員はより多い給与を得るため，２シフト制の
長時間勤務を希望する傾向にある．
また，企業２では特別な事由がない限り，外国
籍従業員を社会保険に加入させているが，外国籍
従業員のなかには社会保険の意味を理解しないま
ま，給料から保険料が引かれることに不満を持つ
者もいる．このように外国籍従業員と企業側の意
思疎通を図る際に，６箇所の職場それぞれに配置
されているリーダーが重要な役割を担う．リー
ダーは，外国籍従業員の中でも日本語能力が高く，
責任感やリーダーシップに秀でている者が任命さ
れる．リーダーは担当の職場従業員に作業内容の
指示や，企業からの連絡伝達を行う．
また，2008年の経済危機における影響は少なく，
むしろ，2011年の東日本大震災による影響が大き
かったという．震災以前は法人契約で賃貸アパー
トを100戸契約していたが，震災直後には連絡が
ないままに離職，帰国した従業員が少なくなかっ
た．現在では，企業２の社宅が10戸程度まで減少
している．

②事例２：企業３
企業３は1997年に人材派遣企業として創業し，
創業当初から外国籍従業員を雇用する．番号３は，
1995年に常総市内で不動産会社を創業しており，
創業当初の1996年時点で市内におけるブラジル人
が多かったため，１年後に不動産会社Ａの経営を
開始した．2000～2007年までは450～460人の日系
ブラジル人従業員を雇用していたが，2007～2008

年に減少し，現在では従業員数最大期の約１割に
相当する50人を雇用する．なお，メディアにおい
て機械製造業の偽装請負が問題化したことを受け
て，2006年に人材派遣企業から請負企業へと事業
形態を変化させた．創業時から2009年まで，サン
パウロ等の主要都市に立地するブラジル旅行代理
店に人材斡旋を依頼しており，一時はブラジルの
旅行代理店５社と協力関係にあった．企業３で雇
用する外国籍従業員は日系ブラジル人42人と，日
系ペルー人８人の計50人であり，男女比率は５：
５である．また平均して４～６年間就業するとい
う．
企業３の協力会社数は2000年頃に最多となり，
機械部品製造企業11社，食品製造企業１社と取引
関係にあったが，2008年の経済危機の影響により
機械部品製造企業が経営悪化による，派遣・請負
契約の解消により，現在は食品企業１社の生産工
程の２ラインを請け負う．外国籍従業員は国籍を
問わず２ラインに分かれて作業をしており，現場
監督として日系ブラジル人のリーダーが指示を出
している．日系二世であるこのリーダーは，勤務
年数が13年と長く，日本語能力が極めて高いため，
2009年からは事業主と共に外国人求職者の面接も
行っている．しかし，一般従業員の日本語能力に
は個人差があり，日本語での業務指示において８
割程度理解できる者が約20％，３～７割程度理解
できる者が約60％であり，残りの約20％はほぼ理
解できない．したがって，新規採用の際には，日
本語能力よりもリーダーの現場指揮に従えるよう
にポルトガル語能力の有無が重要な判断材料とな
る．こうした特異な職場環境であるため，企業３
では年２回のバーベキューを通して積極的に社員
間の交流を図っている．
外国籍従業員の作業内容は，主に店舗に出荷す
る生菓子類の製造である．１シフト制で午前3：
00から昼12：00までの勤務であるが，クリスマス
シーズンなどの繁忙期にはケーキの発注が多く，
就業時間が大幅に増加するなど，勤務時間は変則
的である．また，週の特定の曜日には新商品発売
のため残業がある．給与は時給制であり，昇給・
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昇格はほとんどない．ただし，職場リーダーは仕
事内容に応じて月給制を採用しており，高額の基
本給に加え，出来高に応じて手当を支給している．
なお，2011年の東日本大震災では企業への連絡を
入れずに帰国した従業員がいた．

２）直接雇用企業
（1）経営形態と雇用状況の特徴
第５表に基づき，まず，直接雇用企業の経営形
態に関して述べる．企業４，５，６は食品製造企業
であり，企業７は農業用機械の製造企業である．
また企業４は，協力会社を介して外国籍従業員を
間接雇用しており，企業５～７は直接雇用のみを
行う．企業４は2004年に人材派遣企業から請負企
業へと事業形態を変化させた．また企業５は1995
年，企業７は2009年から請負関係を解消し，直接
雇用を開始している．
次に従業員数構成をみていくと，各従業員数は
300人以上と事業所規模が大きいことがわかる．
また，全従業員に占める男女比率は，企業５で女
性従業員数が相対的に多く，企業６はほぼ同率，
企業４，７では男性従業員の割合が多い．また，
日本人従業員と外国籍従業員の人数を比較する
と，企業４，６では外国籍従業員数が日本人従業
員数の約２～３倍雇用されていることがわかる．
一方，日本人従業員の外国籍従業員に対する人数
を比較すると，企業５では約２倍，企業７で約93
倍である．また，男女比率をみると，企業５では
日本人従業員数全300人のうち201人（67％）が女
性従業員であり，さらに全外国籍従業員数150人
のうち，120人（80％）が女性従業員であること
から，製造ラインにおいて国籍を問わず女性従業
員が多く雇用されている．同様の傾向は企業６で
も見受けられる．しかし，機械製造企業では日本
人従業員が大きな割合を占めており，さらに男性
従業員が中心的な役割を占める．
就業年齢層は全体的に高く，特に食品製造業で
ある４では40歳代以上，５では50～70歳代と比較
的高齢である．また，企業６，７ではやや若年層
が雇用されており，６では20～40歳代，７では20

～50歳代が就業する．
外国籍従業員の国籍別割合では，人材派遣・請
負企業と比較してブラジル籍の割合が少ないこと
がわかる．一方で，アジア圏の中でもフィリピン
籍が最多であり，次いでベトナムが見られる．
また，５～７では人材採用に際してブラジル人
全体のまとめ役となるリーダーを通して行ってお
り，シフトにおいては24時間の２または３シフト
制を採用している．また，食品製造企業である５，
６のみ社宅を整備している．

（2）直接雇用企業の事例
①事例１：企業４
企業４は，全国に３つの生産拠点を有する大手
食品企業の関連会社であり，本企業は常磐自動車
道に近接する交通の便の良さから，首都圏への商
品供給を目的に1985年に設立された．事業内容は
チルド食品や冷凍食品の製造である．基本的に供
給圏は首都圏であるが，なかには生産効率を上げ
るため集中的に生産を行う商品もあり，企業４で
製造され全国に供給する商品も扱う．現在，企
業４の従業員総数は860人であり，うち派遣・請
負企業を介する間接雇用人数は630人（総数の約
73.3％）である．また，2012年時点で外国籍従業
員は600人であり，そのうち528人（88.0％）がブ
ラジル人である．また６人を直接雇用している．
残る72人の国籍別内訳は，ペルー，タイ，アルゼ
ンチン，フィリピン，中国，ベトナム，韓国，イ
ギリス，インドネシアの順である．2012年11月か
ら31人の中国研修生が中国工場から研修に来てい
る．また，従業員の男女比は６：４と男性が女性
を上回っている．
企業４の全製造工程には３～４日を要し，製造
ラインによって異なるものの，原料の検品や配合，
整形，調理，包装，梱包等である．具体的な作業
内容として，男性従業員は重量のある原材料の運
搬や下処理までの工程，搬出等を担当し，検品作
業や包装工程といった手作業の必要な工程を女性
従業員が担当する．企業４では賞味期限が短い肉
類を含む製品を扱っていることから，１ラインを
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シフト制で分け，複数の商品を生産する．
関係会社は，製造部門の請負企業５社，および
物流部門の請負企業５社，計10社であり，物流部
門の請負会社は全て常総市外に位置する．また，
製造部門の請負企業にはライン全体を委託してお
り，したがって全工程において外国籍従業員が配
置されている．基本的に24時間制であり，早朝か
ら午前（３，４時～午前）を担当する１直，午前
中から夜を担当する２直，午後（17，18時～深夜）
を担当する３直から成る３シフト制を採用してい
る．２直には日本人主婦等のパート従業員が担当
し，１直・３直はブラジル人等の外国籍従業員が
担当する傾向にある．また，水曜・日曜を休日と
する週休２日制であるが，前述のように企業４で
は賞味期限が短い食品を製造するため，連休を取
ることは難しく，元旦を除き年間無休の稼動など
労働条件は非常に厳しい．
2008年の経済危機による影響はなく，請負企業
による間接雇用は1,000人（2008年）であったが，
2011年東日本大震災時には，余震や原発事故の影
響により933人（2011年３月）から806人（2011年
４月）と127人が国外を含む他地域へと転出した．
しかし，震災直後も食品製造企業は稼動せざるを
得なかったため，事務職を含む全社員が臨時で生
産ラインを担当する事態となった．そのため震災
以降，企業４では外国人雇用のリスクを感じ，日
本人の直接雇用を増やす方向へと変わりつつあ
る．
企業４は，外国籍従業員の採用条件を請負企業
に委託しており，在留資格以外の条件を特に設け
ていない．また，送迎バスの運営も請負企業が行
う．なお，送迎バスは市内の戸頭，石下，および
下妻市から来る．企業４ではブラジル人従業員の
ため，社員食堂において有料で豆料理の昼食を用
意している．なお休憩時間に日本人従業員と外国
籍従業員は同室を使用するため，両者間の交流は
限定的ではあるがあるという．

②事例２：企業５
企業５は食品製造加工を主体とする製造企業で

あり，東京都に位置する本社のほか，関東圏の製
造拠点として茨城県と栃木県に製造工場を所有す
る．本工場は常磐道に近接する交通の便の良さか
ら開設された．主な事業内容は惣菜やチルド調理
パンの製造，加工であり，主要取引先は大手コン
ビニエンスストアである．現在，茨城工場の従業
員数は約450名であり，そのうち約300名が日本人，
約150名が外国籍従業員である．日本人従業員は
約８割が女性であり，また年齢層は50～70歳代と
比較的高い．
外国籍従業員の国籍内訳は，ブラジル人が約６
割と最多であるものの，残り４割はフィリピン人，
ペルー人，中国人，ベトナム人などのアジア出身
の労働者が占める．また，男女比率は日本人労働
者と同様に女性の割合が高い．その理由は，業務
内容が手先の細やかさを必要とするため，女性の
方がより適しているためである．具体的な作業内
容としては，男性従業員は食品原材料の下処理，
加熱作業，出荷作業を担当し，一方で女性は，惣
菜サンドイッチなどの加工作業から包装作業に至
る製造工程全般を担当する．
外国籍従業員の雇用形態は直接雇用のみであ
り，この形態は1995年からとられている．そもそ
も茨城工場の開設に伴い，当時栃木工場ですでに
雇用されていたブラジル人従業員が数名転勤した
ことが，同工場における外国籍従業員の雇用開始
契機となった．さらに，この時転勤したブラジル
人の中で，特にリーダー格の者をブラジル本国へ
送り，この人物を通じて現地の旅行会社と提携す
ることで新たなブラジル人就労希望者を募った．
この雇用方法は2009年頃までとられていた．その
後は上述とは別のブラジル人リーダーの紹介を経
由して人材を募っている．特に，このブラジル人
リーダーのもとには，常総市一帯のブラジル人コ
ミュニティの情報が集まっており，この人物を通
すことで効率的に人材を集めることができるとい
う．また，企業５には外国人向けの通訳は特に配
置していないが，この人物が，ある程度通訳とし
ての役割を果たしており，外国人採用時の簡易面
談も担当する．こうした外国籍従業員をまとめる
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リーダーを，ブラジル人２人，中国人１人と各国
籍に分けて任命しており，彼らには特別手当とし
て毎月３万円が支給される．なお，外国籍従業員
の人事採用においては，日常会話の円滑な理解程
度の日本語能力が求められる．また，食品製造を
行う上で，衛生面等を遵守する姿勢も重要な採用
基準となる．
給与に関しては時間給与制であり，別途，夜勤
手当や土日出勤手当等がある．また，日本人従業
員と外国籍従業員の間には作業内容，給与待遇，
昇給制度に関する差異は存在しない．しかし，出
稼ぎ志向が強い外国籍従業員は土日祝日や夜勤を
希望する傾向が強く，その結果月給が40万円程度
と比較的高額になる例もある．一方で作業内容の
重要度に応じて時給が高くなるため，必然的に日
本人と外国人の間に給与の差が生まれている．シ
フトについては24時間の３シフト制であり，朝～
夕方，19:00～0:00，0:00～7:00が基本である．
ブラジル人従業員は旧水海道市に居住を志向す
る者が多く，大半が旧水海道市内の賃貸アパート
に居住する．企業５は法人契約により社宅を，現
在２棟守谷市に所有しているが，こちらを利用す
る者は少ないという．また取手市には，語学留学
生の滞在資格をもつベトナム人が36人居住してい
る．そのため企業５では，旧水海道市および取手
市周辺を巡回する送迎バスを運行している．
企業５のブラジル人従業員は短期間で転職して
いく者と長年継続的に勤務する者とに二分できる
という．前者はブラジルへの帰国意志がある出稼
ぎ目的の人々であり，したがってより高い時給を
求めて転職する傾向が強く，また再就職をする際
には他業種の中でも特に機械製造業を選ぶ傾向が
強いという．また，近年では機械製造業が主幹産
業である群馬県を転出先として選ぶ傾向が強い．
一方で後者は日本への永住希望の高齢女性が多
く，こうした人々を対象に最大で１カ月程度の長
期休暇という形式で一時帰国を必要に応じて与え
ている．また新年会や忘年会など年に数回設けら
れる社内のイベントにおいて，日本人従業員と外
国籍従業員の交流が図られている．

社会保険に関して，社員全員の加入を義務付け
ているものの，外国籍従業員の中には，その加入
を拒む者や，個人で国民健康保険に加入する者も
少なくない．この理由として，外国籍従業員は社
会保険に加入することにより手取り金額が減少す
ることを嫌う傾向があることが挙げられる．さら
に，企業側としては短期出稼ぎ志向をもつ外国籍
従業員に対して社会保険加入の重要性やメリット
を伝達することは難しいと考えている．
また，企業５では2008年の経済危機時における
経済的影響は少なかったが，2011年の東日本大震
災時にはブラジル人社員が多く帰国し人材確保に
おいて影響があった．これにより社宅数において
も影響がみられ，2009年時点で４棟あった社宅が，
現在では２棟と半減した．
市全体の高齢化に加え，労働環境が厳しい食品
企業の労働力として，企業５ではブラジル人をは
じめとする外国籍従業員に頼らざるを得ないのが
現状である．

Ⅳ　常総市における日系ブラジル人生活環境の地
域的特性と変容
Ⅳ－１　居住環境
１）常総市における外国籍住民居住地の地域的
特性と変容

常総市における国籍別の外国籍住民数に着目す
ると，2012年現在で，第１位がブラジル人（2,034
人），第２位がフィリピン人（757人）となってい
る．したがって，両者の居住環境を分析すること
が，常総市における外国籍住民居住地の地域的特
性を検討するうえで重要な意味をもつと考えられ
る．

（1）ブラジル人
常総市で就労するブラジル人は，他の集住地域
と同様に，派遣・請負企業および直接雇用企業が
所有あるいは法人賃貸契約している社宅に居住す
る．部屋の間取りは，単身世帯1K，家族世帯2K
が一般的である．こうした社宅は，住宅地におい
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てある程度特定の地域に集中しており，これらの
社宅に近い場所に職場の送迎車ルートが設置され
ている．また，外国籍住民が多い地域では，日本
人居住者との間の近隣問題を避けるため，市は，
ブラジル人が居住するアパート等の周辺にポルト
ガル語表示のゴミ出し案内版を設置するなどの取
り組みを行っている（写真１）．
次に，市内における2008年および2013年の外国
人居住者数の分布に注目すると，いずれの年次に
おいても，その分布に地域的な偏りがあることが
認められる（第10図）．また，外国人居住者数は，
豊岡町，水海道天満町，向石下の順に多い．特に
旧水海道市と旧石下町の中心部に人口が多く，と
りわけ旧水海道市の天満町では人口の集中が顕著
である．同地区には，社宅や賃貸アパートが集中
しており，また，人材派遣・請負企業および直接
雇用企業の送迎車ルートに近いことから，社宅を
出た後に個人で賃貸物件を契約したブラジル人も
引き続き同地区に居住する傾向がある．
また，2008年と比較して，2013年には常総市南
部の内守谷町きぬの里１丁目，２丁目，３丁目に
おいて，外国籍住民の増加がみられる（第10図−

ｂ）．この地域は商業施設が多い守谷市に近接し
分譲住宅が多数立地する地区であり，ブラジル人
の定住化が進んでいることがわかる．
また近年では，少数ながら戸建て住宅を購入す
る者もみられる（写真２）．その背景として，在
留資格や年収など一定の条件を設けて外国人向け
の住宅用融資を行う地方金融機関の出現がある．

（2）フィリピン人
常総市には2012年現在，3,945人の外国籍住民
が居住するが，2008年の経済危機以降，ブラジル
人住民が減少する一方，フィリピン人住民の増加
が著い．フィリピン人は経済危機以降も増加を続
けており，2012年現在で市の全外国人の２割弱
（757人）を占めるまでに人口規模を拡大しつつあ
る．彼らの多くは石下地区にある食品製造工場に
勤務しており，その社宅が立地する同地区への集
住化が進みつつある（第10図）．

２）不動産会社の経営形態の変容
本項では，前項で触れた外国籍住民の居住特性
をふまえ，市内不動産会社の経営形態とその変容
に焦点を当てる．
第一に，市内不動産会社は，ブラジル人を雇用
する企業と法人契約を結び，社宅を提供すること
を特徴とする．そのため，一部の派遣企業は不動
産業を兼業する．また，社宅が集中する地域は，
職場への送迎車のルート沿いにあり，こうした社
宅の存在が外国籍住民の分布に地域的な偏りをも
たらした要因であると推測できる（第10図）．
第二に，市内不動産業の経営形態は，2008年の
経済危機により大きく変化した．2008年の経済危
機時には，国籍を問わず派遣切りが発生し，その
ためそれまで旧水海道市内に居住していた日本人
が市外へと転出した．これにより家賃の相場が下
落し，また社宅法人契約の解消も相まって，ブラ
ジル人は個人で賃貸契約を志向するようになっ
た．他方近年では，永住者ビザ取得済みのブラジ
ル人による戸建て住宅の発注もみられ始めている
が，その立地もまた地域的な偏りを生んでいると

写真１　ポルトガル語で表記されたゴミ出し案内板
　ポルトガル語で書かれた，ごみの出し方に関する案
内板．燃えるごみやペットボトルなどの回収日を周知
している．
� （2013年４月　落合撮影）
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いえる．
また，顧客の多国籍化に伴い，市内不動産会社
のサービスも多言語化している．ブラジル人入居
者と日本人入居者との間の近隣問題等において，
不動産会社はその対応を迫られている．ポルトガ
ル語による紙面案内や口頭説明など，２社とも取
り組みはしているものの，なかなか抜本的な解決
にいたらないのが現状である．
次に，不動産会社の経営形態と経済危機以降の
住宅市場の変容について，市内の不動産会社２社
の事例を述べる．

（1）Ａ社
Ａ社は1995年に創業した不動産会社である．そ

の数年後には同一の起業者が人材派遣企業を創設
したため，Ａ社は系列である人材派遣・請負企業
の社宅として，他社で就労するブラジル人に対し
ても住居を斡旋してきた．そのため，水海道天満
町や豊岡町といったブラジル人を雇用する会社の
送迎車ルート沿いの物件を多数取り扱っており，
ブラジル人住民の大半が同地区に居住している．
Ａ社は創業以来徐々に法人契約数並びに個人契約
数を増やし，2006年の最盛期にはブラジル人だけ
で150件ほどの個人賃貸契約を有していた．しか
し，2008年の経済危機に伴う派遣切りや東日本大
震災に伴う放射能問題の影響から帰国者が相次
ぎ，契約者は激減した．とりわけ震災後は，家具
や荷物を残したまま帰国したブラジル人の契約者

第10図　常総市における町丁別外国人居住者数（2008年および2013年）
� （『地区別年齢別統計（2008年）』常総市・『常総市平成25年度地区別世帯数・人口集計表
� （外国籍住民基本台帳登録者）』常総市より作成）
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もおり，その対応に苦慮したという．
ブラジル人が賃貸契約をする際，入居希望者が
雇用契約を結ぶ人材派遣企業ならびに元請企業の
信頼性で判断する．したがって，基本的に保証人
は不要である．以前は，人材派遣・請負企業職員
が通訳として同行し，賃貸契約を代行する形式が
一般的であったが，現在その形式はなくなり，Ａ
社としても特別に通訳は設置していない．代わり
に，賃貸契約の案内や部屋の利用規則，入居マナー
に関してポルトガル語を併記した紙面を配布す
る．なお，家賃支払い方法にも特徴があり，ブラ
ジル人住民は銀行手続きの煩雑さを避けるため，

現金手渡しでの支払いを希望するという．
顧客の内訳は，2013年現在，約65％が日本人，
約35％がブラジル人である．ブラジル人居住者の
年齢属性は20歳代後半から30歳代前半が多く，単
身世帯が１割程度であるのに対し家族世帯が９割
を占める．また，ブラジル人は，35,000～40,000
円の2DK，２階建てのアパートの１階，また，日
本式の畳ではなくフローリングの物件を希望する
傾向にある．これは，自宅でのパーティや引越の
際の利便性を求めた結果であり，彼らの文化的特
性や流動性が示された一面といえよう．また，個
人で衛星放送を契約し，母国のテレビ番組を視聴
するブラジル人居住者も多い（写真３）．他方，
上述のようにブラジル人の労働市場における流動
性の高さから，入居契約期間の満期である２年間
に満たず解約するケースも多い．
また，Ａ社は日本人住民との間の近隣問題に対
して慎重に対応する．たとえば，ブラジル人はア
パートの敷地内でバーベキューをしたり，大音量
で音楽を流すなど，騒音に関する周辺住民の苦情
が絶えない．同様にゴミの分別についての苦情も
ある．こうした問題に対してＡ社は，賃貸契約の
際に利用規約やマナーをポルトガル語の紙面を通
して周知する．これに加えて，日本人の新規賃貸
希望者にも，ブラジル人居住者が多い物件の情報

写真２　ブラジル人が居住する戸建て住宅の外観
（上）とポルトガル語で書かれた外国人
学校の広告（下）

　水海道地区に位置する戸建て住宅の様子から，庭付
き戸建て住宅の様子が窺える．敷地内部には，ポルト
ガル語で表記された外国人学校の広告案内が掲げられ
ている．
� （2013年５月　池田撮影）

写真３　ブラジル人の住宅施設外観
　ブラジル人が居住する賃貸アパートの外観．衛星放
送受信用のアンテナが１階部分に取り付けられている
のがわかる．
� （2013年５月　池田撮影）
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を予め伝えるなどの対策を講じている．

（2）Ｂ社
Ｂ社もＡ社と同様に，常総市内のブラジル人を
顧客とする不動産会社である．Ｂ社の経営におい
て，水海道地区の法人契約が主要な位置を占め，
最盛期の2003年には６畳間取の法人契約数は約
1,000件であった．しかし，2004年の派遣法改正
の影響により，日本人が多数離職すると，法人契
約数は減少し，現在は100件程度にとどまってい
る．
Ｂ社の国籍別の顧客割合をみると，2013年現在
で日本人が３割であるのに対し，ブラジル人は７
割と，主要な顧客となっている．この背景には，
2004年の派遣法改正に伴う日本人の派遣切りと
2008年の経済危機による，日本人の大量退去があ
る．これにより水海道地区の平均家賃相場が下落
し，ブラジル人が社宅よりも安価な賃貸物件を求
めて，自由に居住を選好し始めた．こうしたブラ
ジル人の嗜好の変化から，現在Ｂ社では個人契約
数が法人契約数よりを上回る．
Ｂ社のブラジル人顧客は，家賃が30,000円台，
間取が2DKや3DKの賃貸物件を希望する．これ
は家族世帯の需要が多いためである．ただし，こ
れらに該当する物件は，築年数が比較的古いもの
に限られる．また，Ｂ社が扱う物件の多くは，ブ
ラジル人を雇用する会社の送迎車ルート沿いに位
置し，こうした送迎車の停留所に近接するアパー
トの人気が高い．さらに，ブラジル人が入居する
物件に入居する際の手数料は，敷金１カ月分のみ
であり，仲介手数料は大家が負担する場合もある
ため，おおよそ10万円以下で入居することが可能
である．また，Ｂ社では保証人の代わりに，印鑑
証明書と収入証明の提出を依頼している．しかし，
実際にはブラジル人の紹介で新規契約にいたる例
も多く，紹介者であるブラジル人自身が保証人に
なることもある．しかし，ブラジル人の高い流動
性から，Ｂ社もまた，２年の契約満期を待たず転
居されるという課題を抱える．
また，ブラジル人への戸建て住宅販売数も増加

している．永住者資格を取得した日系ブラジル人
20人が，約2,000万円の新築物件を日本の銀行か
ら融資を得て購入した．これらの物件は水海道地
区の山田町や森下町，亀岡町といった地区に隣接
して建てられているため，賃貸物件に限らず，戸
建て住宅に関しても集住化が進んでいることを指
摘できる．
このように，Ｂ社の顧客は主にブラジル人であ
り，日本人は少ない．こうした状況からＢ社は専
属の通訳は設置していないものの，ポルトガル語
の学習経験者が，入居希望者との交渉の場面で協
力しているという．

Ⅳ－２　商業環境

１）旧水海道市におけるエスニック事業所の経
営形態

本節では，特に旧水海道地区にて事業所を経営
するブラジル人４人の聞き取り調査を基に，常総
市におけるブラジル人のエスニック事業所の経営
形態と，その変化を考察する．
常総市におけるブラジル人向けエスニック事業
所は，2007年１月時点で19店舗確認できたが，（森，
2007）2013年５月時点では８店舗と減少している
ことがわかる（第11図）．この内訳は，食品・衣
料施設が２店舗，飲食施設が２店舗，銀行が１店
舗，保育所が１店舗，インターネット関連施設が
１店舗，理容施設が１店舗であり，2007年と現在
の状況を比較すると，旧水海道地区におけるブラ
ジル人向けエスニック事業所の大幅な減少と，そ
れに伴うブラジル人コミュニティの縮小がわか
る．
次に，2013年５月に聞き取り調査を行ったエス
ニック事業所４店舗についてその経営形態を示す
（第６表）．まず，これら４店舗の開業年をみると，
市内のブラジル人人口が増加し始めた1999年代末
から2000年代前半であることがわかる．土地所有
形態については，店舗３のブラジルレストランの
み自社所有である．また顧客の特性として，どの
店舗も外国人が全体の半数以上を占めている（写
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真４）．店舗２のブラジル食材スーパーは，利用
者の９割が外国人であり，その内訳をみると，ブ
ラジル人６割，ペルー人３割であることから，利
用者の大半が中南米出身者であることがわかる．
また店舗３のブラジル系エスニックレストランの
利用者は，外国人と日本人の割合がほぼ同等であ
る．また，2008年の経済危機および2011年の東日

本大震災に伴うブラジル人利用者の減少を受け，
営業時間を短縮した．社員の募集方法は個人経営
の店舗４を除いたすべての店舗において知人の紹
介などで行われており，職業安定所等を通じた一
般求人は行われていない．またすべての店舗にお
いて掲示板の設置とブラジル人向けフリーペー
パーの配布が行われている．さらに店舗１，２の

第６表　常総市における日系ブラジル人のエスニック事業所（2013年）

注１）外国人顧客は，中心となるブラジル人の他にペルー人，フィリピン人，中国人等が含まれる．

注２）「−」は該当なしを示す．

第11図　常総市における日系ブラジル人のエスニック事業所（2007年および2013年）
� （森（2007），現地調査より作成）
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食材スーパーがブラジル人の集住地域である群馬
県において店舗展開を行っている．
以上のことから，市内エスニック事業所が果た
す他ブラジル人集住地域との情報結節点としての
役割を確認することができる．
以下では第６表の店舗１，３，４の事業所経営者
から，彼らのライフヒストリーと事業所開業まで
の経緯を述べる．

（1）店舗１
Ａ氏の両親は東京都と佐賀県出身の日系ブラジ
ル人１世であり，Ａ氏は日系ブラジル人２世であ
る．1990年に出稼ぎ目的で来日し，神奈川県横浜
市にて１年半ほど工場に勤務し，一時ブラジルに
帰国したが1995年に再び来日した．２度目の来日
時には静岡県浜松市の部品製造工場にて勤務後，
浜松市にて現在勤務するブラジル人向けスーパー
の浜松支店にて2000年まで勤務した．2002年の同
系列店舗の開店に伴い店長として群馬県太田市へ
赴任した．続く2003年には，水海道店の開店に伴
い再び店長として赴任し，現在に至る．
2013年現在の店舗１利用者数は月間約2,000人
であり，その内，約６割がブラジル人を中心とし
た外国人である．利用者数のピークは開業当初の
2003年であり，当初は月間約4,500人の利用者数
を記録したが，2008年の経済危機，2011年の東日
本大震災の影響によるブラジル人の市外転出によ

り現在は減少している．さらに近年では，自家用
車を所有するブラジル人が増加したため，彼らの
購買行動が守谷市やつくば市といった周辺の市町
村に開業した大型商業施設へと変化しており，こ
の点もスーパーの利用者減少の一因となってい
る．またＡ氏は日本での永住権を得ている．

（2）店舗３
Ｂ氏は日系ブラジル人３世であり，1991年にサ
ンパウロから出稼ぎを目的に来日した．埼玉県川
越市の自動車工場にて１年間勤務した後，1992年
に常総市内の精密機器製造工場に勤務していた息
子から紹介され，同工場で勤務するために移住し，
工場労働に従事したが，退職後は夜間勤務が可能
な弁当工場にて数年間勤務し，1999年に現在のブ
ラジル人向けの飲食施設を開業した．
本飲食施設の2013年現在の利用者は，日本人と
ブラジル人の半数ずつであるが，2008年の経済危
機以降，外国人の利用者数は減少傾向にあるとい
う．また，日本人の利用者は，主に周辺の事務所
や公共機関に勤務する地元住民である．Ｂ氏は現
在，常総市内の戸建て住宅に居住する．

（3）店舗番号４
Ｃ氏は日系ブラジル人２世であり，父親は鳥取
県出身の日系ブラジル人１世である．Ｃ氏は2003
年に妻と子供３人を連れてサンパウロから出稼ぎ
目的で来日した．旧水海道市に生活の拠点を構え，
妻と共に電子機器製造工場に勤務した．この電子
機器製造工場にてＣ氏は１年程勤務し，退職後に
現在のパソコン修理事業を開業した．開業動機は，
ブラジル在住時に約18年間パソコン修理業に従事
していたため，日本でもこの職業経験を活かすこ
とを希望したためである．現在は同事業に加えて，
2010年から始めた自動車販売業を，茨城県守谷市
にて日本人の共同運営者と共に営んでいる．
店舗４の利用者は，その８割が外国人であり，
内訳はブラジル人の他にペルー人，フィリピン人，
イラン人，パキスタン人，中国人など多岐に渡る．
事業所の運営は，2008年の経済危機以降，2011年

写真４　常総市におけるエスニック事業所の外観
　水海道駅に近接するエスニック事業所外観の様子．
ブラジルの国旗や，アルファベットで表記されている
店舗名などから，ブラジル人に分かりやすい配慮がな
されていることがわかる．
� （2013年５月　山下撮影）
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の東日本大震災までは順調であったが，東日本大
震災を機にブラジル人が帰国ないし市外へと転出
したため利用者が減少し，現在まで利用者数は回
復しておらず，経営が厳しい状況が続いている．
しかしＣ氏は日本への帰化を希望しており，水海
道周辺での戸建て住宅の購入も決定している．
以上３名のエスニック事業所経営者の属性を概
観した．これらの事例に共通する点として，全員
が工場勤務を経験している点，また３名のうち２
名は水海道にてエスニック事業所を開業する以前
に他地域での工場勤務を経ている点が指摘でき
る．また３名の滞在資格や帰化志向，持ち家志向
から，エスニック事業所経営者に共通する要素と
して日本への定住志向が窺える．
次にブラジル人向け食料品店２店舗について，
店舗内構造を第12図，第13図に示した．ブラジル
人利用者の需要に応じた例として，精肉販売が特
徴的であり，ブロック状の精肉をまとめて購入す
るブラジル人の購買特徴が窺える（写真５）．野
菜や果物についても南米で好まれるものが販売さ

れており，衣類や音楽CD等はブラジルから輸入
されたものが店頭に並ぶ．店舗１では，ブラジル
人の間で「デカセギバッグ」との通称で認知され
ている旅行用の大型かばんが販売されている．こ
れはブラジル人が本国に帰国する際に利用するも
のであり，2011年の東日本大震災以降のブラジル
人の帰国にあわせて売り上げが増加傾向にあった
という．
また，これら２店舗はブラジル人向け生活物資
の提供だけでなく，市内に在住するブラジル人の
情報結節点としての機能も併せ持つ．両店舗には

第12図　店舗番号１の店内構造（2013年）
� （現地調査より作成）

第13図　店舗番号２の店内構造（2013年）
� （現地調査より作成）

写真５　ブラジル人が経営するエスニック事業所
内部の様子

　ブラジルの国旗が掲げられている店内には，ブロッ
ク状の精肉や，静岡で栽培された南米由来の野菜・果
物類が並ぶ．なお，写真は第６表の店舗２のものである．
� （2013年５月　池田撮影）
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掲示板とフリーペーパーを設置する場所が設けら
れており，近隣に居住するブラジル人はこれらを
通じて生活情報や就労に関する情報を入手するこ
とが可能である（写真６）．また，掲示されてい
る情報は，市の生活情報に関する案内や，企業に
よる求人案内，引っ越しに伴う家具の譲渡案内な
ど様々である．また，市外の企業による求人案内
も多数掲載されている．フリーペーパーは，他ブ
ラジル人集住地域にて配布されているものであ
り，掲載内容は全国の求人案内や航空券販売等の
案内，全国各地にて開催されるブラジル人関連の
イベント案内などである．

２）エスニック事業所にみるブラジル人コミュ
ニティの紐帯と地域社会との関係性

前述した掲示板の設置やフリーペーパーの配布
から，エスニック事業所は市内ブラジル人コミュ
ニティの情報網としての機能を果たしていること
がわかる．市や職業安定所といった公共機関も，
ブラジル人向けの情報を提供する際に，積極的に
利用している．つまり，市内におけるブラジル人
コミュニティの形成が弱いとも理解できる．こう
した要因として，常総市への集住要因であった人
材派遣会社の存在が挙げられよう．

そのため前述した公共機関の情報提供において
も，掲示板を通じた情報に留まってしまうため，
ブラジル人居住者全体にまで情報が伝達されにく
いとの課題が生じている．
また，ブラジル人と，ホスト社会である常総市
の地域交流も非常に限定的であり，例えばブラジ
ル人学校主催の地域交流イベントや常総市商工会
主催の交流イベント「ワールドフェスタ」等があ
るが，これらの交流はイベントとして一過性が強
く，田村（2005）が述べるように，常総市におい
てブラジル人と日本人社会との関係性は未だ希薄
であるといえる．
また，ブラジル人間の交流においても，職場を
中心としたネットワークにその大半を依拠してお
り，こうした弱い紐帯は人材派遣・請負企業や直
接雇用企業の人材採用時に利用される．しかし，
ブラジル人コミュニティは職場に限定されてお
り，また勤務時間・勤務日も不定期であるため，
勤務外時間帯においてブラジル人の地域コミュニ
ティが積極的に形成されることはない．また，地
域のブラジル人リーダーもいない．こうした弱い
紐帯の要因として，ブラジル人の就業特性が再度
挙げられよう．人材派遣・請負企業は来日以降の
就労・生活面において支援を行っていたが，一方
でブラジル人は地域社会と積極的に関わらずとも
日本での生活を営むことが可能となった．地域の
ホスト社会において簡易労働力以上の意味をもた
ない限り，ホスト社会との関係の現状以上の発展
は難しいと推測される．

Ⅳ－３　教育環境
１）外国籍住民の教育環境
常総市内のブラジル人児童が選択可能な教育機
関は，日本の公立学校またはブラジル人学校２つ
である．こうしたブラジル人児童の教育環境にお
ける選択において，ブラジル人保護者の日本にお
ける就労状況および今後の滞在計画は大きく関わ
る．以下では，公立学校およびブラジル人学校の
教育環境について述べる．

写真６　ブラジルレストランにおける掲示板とフ
リーペーパー配布の様子

　掲示板には市役所発信の情報や企業の求人案内，市
内外のブラジル人向けエスニック事業所の広告等が掲
載される．なお，写真は第６表における店舗３のもの
である．
� （2013年５月　山下撮影）
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（1）公立学校
常総市教育委員会によると，常総市の公立学校
に在籍する外国人児童数は，2013年現在全体で
221人であり，そのうちブラジル人児童が104人と
最も多く，外国人児童数全体の約半分を占める．
しかし，2010年以降ブラジル人児童数は減少傾向
にあり，一方，フィリピン人児童数は2008年（19人）
から2013年（70人）と顕著に増えている（第７表）．
常総市の公立学校における学校別在籍状況をみる
と，外国人児童は2008年には，Ｆ校に59人と最も
多く，Ｏ校39人，Ｔ校21人，Ｘ校11人の順に多
かったことから，水海道地区の学校に集中してい
たことがわかる．しかし，2013年現在では外国人

児童が特にＯ校に65人と最も多く，Ｆ校35人，Ｘ
校24人，Ｔ校23人，Ｂ校13人の順に多いことから
水海道地区より石下地区に多いことがわかる．し
たがって，外国人児童が最も多い地区は，水海道
地区から石下地区に変化したことがわかる．
その理由として，第１に水海道地区に多く居住
していたブラジル人が2008年経済危機と2011年東
日本大震災の影響により，本国へ帰国，あるいは
他地域に転出したことが挙げられる．また，第２
に石下地区周辺に立地する食品会社に勤務する
フィリピン人従業員が急激に増加し，こうした会
社の社宅が石下地区に集中していることが挙げら
れる．

第７表　常総市における学校別外国人児童人数（2008～2013年）

注）BR=ブラジル，FP=フィリピン，PR=ペルー，他＝その他国籍を示す．
� （常総市教育委員会提供資料より作成）



−82−

また2013年現在，水海道地区の学校においては
ブラジル人児童が，石下地区の学校においては
フィリピン人児童の割合が高い．これは，水海道
地区にブラジル人居住者が多く，石下地区には
フィリピン人居住者が多いことを反映している．
ただし，地区内においても外国人児童はいくつか
の学校に集中して在籍していることがわかる．常
総市教育委員会によると，これは外国人児童が学
区に捕われずに希望する学校を選択できる「指定
校変更制度」を利用しているためである．つまり，
外国人児童が出身国の児童が多く在籍する学校へ
の通学を希望して，指定校変更制度を用いた結果
である．教育委員会は外国人児童に対する教育支
援を実施する際，何校かに外国人児童が集中して
いる方が行政支援を行いやすいこともあり，指定
校変更制度の利用を推奨している．
また，市教育委員会では，外国人児童に対する
教育支援の一環として，日本語授業の実施や外国
人指導員の配置に取り組んでいる．まず，日本語
の授業は，他科目の授業と並行し，特別授業とし
て実施され，授業時間は児童の日本語能力によっ
て異なる．2012年度のＦ校の事例をみると，日本
語能力が比較的高い児童の場合は年間175時間，日
本語能力が低い児童の場合は年間630時間日本語授
業が行われた．また，各学校に配置される外国人
指導員は，一般授業において日本人教員とは別に
授業に参加し，児童の授業内容の理解を母国語で
援助している．このほかに，外国人児童の保護者
宛ての配布物翻訳や外国人児童宅の家庭訪問への
同行など，生活全般に関わる支援を行う．外国人

指導員は外国人児童が多い学校に重点的に配置さ
れており，Ｏ校に２名，Ｆ校に２名，Ｔ校に１名
の計５名が配置されている．外国人指導員は，全
員ポルトガル語通訳者であるが，フィリピン人児
童の割合が多いＯ校に配置されている指導員１名
はポルトガル語とタガログ語での通訳も行う．外
国人指導員は，市の公募採用者であり，日本人配
偶者や永住者が多く，教員免許は所有していない．

（2）ブラジル人学校
茨城県におけるブラジル人学校は計４校あり，
うち３校は常総市に，１校はつくば市に位置する
（第８表）．そのうち，保育園と小学校を設けてい
る学校は３校，中学校と高校を設けている学校は
２校である．また，全４校がブラジル政府の認可
を受けている．土地と建物の所有状況をみると，
学校Ａを除き，借地・借屋である．
ブラジル人学校に在籍する児童数は，2010年時
点で305人であり，教員数は１校当り平均11人で
ある．また，日本語授業を担当する日本語教員は
１校当り平均1.5人であり，１人当り約50人の児
童を担当していることがわかる．また，４校のブ
ラジル人学校のうち，３校は児童の通学のための
送迎車を運行する（写真７）．これは，徒歩での
通学が不可能な広範囲に児童が居住しており，ま
た，保護者の職業的な特性上，児童の送迎が困難
であるためである．また，授業料や送迎費等を含
むブラジル人学校への就学に必要な学費は月額平
均43,804円と，日本の公立学校の月額平均8,155円
と比べて負担が大きいことがわかる．

第８表　常総市およびつくば市におけるブラジル人人学校の一覧（2013年）

注１）「自」は自己所有，「借」は借地または借家を示す．

注２）「−」は不明であることを示す．

� （『ブラジル人等生活実態調査報告書（2010）』より作成）
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市内ブラジル人学校の中でも，学校Ａは唯一土
地と建物を自己所有しており，在籍児童数が最多
であるなど，常総市のブラジル人学校において重
要な役割を果たす．以下では，学校Ａを事例に，
常総市のブラジル人児童の教育環境について詳述
する．
学校Ａは，水海道地区の就学年齢に該当するブ
ラジル人児童を対象として，ブラジル人の署名運
動を元に2003年に開校した．学校Ａでは，小・中
学校の他に保育園・高校を併設しており，2003年
に中学校，2006年に高校がブラジル教育省の認可
を受けた．ブラジル教育省の認可条件は，週１時
間の日本語授業の実施であり，また，学校を卒業
するとブラジル本国の高校卒業と同様の資格が与
えられ，ブラジル国内の大学への受験が可能にな
る．従って，卒業後の進路は，ブラジルに帰国し
進学する場合が多い．
学校Ａの設立者は，現在の校長の両親であり，
学校の土地と建物を所有している．学校Ａでは，
経営者１人，校長１人，調理２人，バス運転手４
人，教員９人の計17人が学校職員として勤務して
おり，全員日系ブラジル人である．教員９人のう
ち，日本語教員は３人であり，毎週金曜日に日本
語の授業が行われている．職員の中には，ブラジ
ルから来日後に工場で派遣労働者として働いてい
た人もいる．また，教員免許を取得し，ブラジル
の教育現場にて指導経験のある教員もいる．2011

年の東日本大震災時には教員の転出入が激しかっ
たが，現在は安定している．
学校Ａには2013年現在，０歳から18歳まで150
人の生徒が在籍する（写真８）．生徒の大半は日
系ブラジル人だが，スリランカ，フィリピン，タイ，
ペルーなど多国籍の児童・学生が通学する．また，
全児童・学生は，学校が運営する送迎車を利用し
て通学する．生徒は旧水海道市内に最も多く居住
しているが，常総市外または茨城県外にも居住す
る．そのため，マイクロバス10台が水海道と石下，
取手市戸頭，守谷市，土浦市神立，境町，牛久市，
そして栃木県真岡等各方面を回る．生徒の転出は
学期や学年の変わり目に多く，特に高校生の場合
は途中からブラジルに帰国し，大学受験のための
塾に通うため，高学年ほど生徒数は少ない．生徒
数が最も多いのは，日本の中学校２年次に相当す
る８年生と，同じく高校１年次に相当する10年生
である．
ブラジル人保護者の多くは，ブラジル本国にお
いて弁護士，歯医者，銀行員などの会社員，店の
経営者として就業していた．しかし，日本で派遣
労働者として得る収入の方が高いため，出稼ぎを
目的として来日する傾向にあった．保護者の大半
は，派遣労働者として食品製造工場に勤務するた
め，夜間勤務や土日勤務が多い．学校Ａでは，こ
うした保護者の職業上の特性に応じて，ゴールデ
ンウィーク，年末年始，お盆など，食品製造業の
繁忙期においても学校を運営する．また，保護者

写真７　ブラジル人学校の外観
　ブラジル人学校の本校舎の外観．学校の前には，ブ
ラジルの国旗が描かれた送迎車が並ぶ．
� （2013年５月　落合撮影）

写真８　ブラジル人学校の就学児童の様子
� （2013年５月　落合撮影）
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の残業にそなえ，19時半の最終送迎車出発まで幾
つかの時間帯に分けて生徒を帰宅させている．特
に夜間勤務が多かった時期には，校長の自宅にて
22時半まで児童・学生を預かることもあった．ま
た，学校開校日は月曜から金曜までであるが，土
日勤務が多い保護者に合わせて，土曜日のみ教員
が交代制で勤務する．
2008年の経済危機後は，帰国支援事業を利用し
て帰国する生徒が多かったが，他のブラジル人学
校が閉校したこともあり，学校Ａの生徒数は増加
傾向にあった．しかし2011年の東日本大震災直後
は，茨城県が福島県に近接することから，放射能
の影響を恐れた幼児や児童の保護者が家族世帯で
帰国，あるいは静岡や岐阜といった南方へ転出し
たため，児童数が減少した．
学校Ａに就学する児童・生徒は，卒業後にブラ
ジルに帰国し，授業料が無料のカンピーナス大学
のような州立大学に進学する場合が多い．一方，
日本に在留し保護者と共に工場で勤務する場合も
ある．こうした学生の中には，ブラジルの大学準
備校に通学するための資金を準備後に，帰国する
こともある．最近の傾向として，国内の一部私立
大学に帰国子女として受験することが可能になっ
ているが，日本の大学への進学率は依然として低
い．さらに近年では，ブラジル本国の経済成長に
より両国間の経済的格差が減少したため，卒業後
に日本に在留する学生は，治安面から本国への帰
国を避けるという．
公立学校とブラジル人学校という児童・学生の
就学機会の選択において，日系ブラジル人保護者
の定住・帰国志向が最も影響する．本国において
社会的地位が高く，出稼ぎ目的で来日し，短期滞
在の傾向が強い日系ブラジル人３世，４世のよう
な今後ブラジルへ帰国を志向する日系ブラジル人
は，子供をブラジル人学校へ通わせる傾向がある．
なぜならブラジル教育省の認可を受けたブラジル
人学校に就学する場合，卒業後にはブラジル本国
の高校卒業と同様の資格が認められ，ブラジルの
大学に進学できるためである．また，ブラジルの
教育カリキュラムに沿いポルトガル語で授業を行

うため，ブラジル人児童がブラジルへ帰国した際，
より柔軟に適応できるためである．さらに，学校
Ａの事例からわかるように，ブラジル人学校は，
本国に帰国した際の利点だけではなく，日本にお
ける日系ブラジル人保護者の生活パータンを考慮
していることから，保護者に好まれる教育環境で
あると思われる．
現状としては，ブラジル本国の経済成長によっ
て日系ブラジル人の定住化も着実に進んでおり，
日本の公立学校に通う児童も増えつつある．しか
し一方で，日系ブラジル４世以降の在留資格に関
する政府の方針が依然として不明確であること，
また市内ブラジル人の就業機会が食品製造業へと
集約されたことにより，日系ブラジル人は帰国志
向をみせつつある．日系ブラジル人を巡る法的，
経済的地位の不安定さは，ブラジル人児童の教育
環境の選択肢に大きく影響を及ぼす．またこうし
た状況において，経済的余裕がない家庭は，特に
不安定な教育環境の選択にせまられていると思わ
れる．

２）行政・NPO法人のサポート事業と地域社会
（1）行政
常総市では，外国籍住民の生活を支援するた
め，2006年の市合併以降，「ごみの出し方」や「外
国人向けガイドブック」の常総版，「洪水ハザー
ドマップ」，市役所ホームページや行政文書など
を複数の言語に翻訳している（第９表）．従来は，
住民票や納税証明書の発行，生活保護申請の有無，
社会保険・国民健康保険への加入案内等において，
日系ブラジル人を雇用する人材派遣企業の世話人
が仲介をしていた．しかし，2008年の経済危機に
より，人材派遣企業の規模が縮小したことをうけ
て，2009年より市では緊急雇用法を利用して，市
民協働課に１名，収納課に１名のポルトガル語の
通訳を配置した．さらに2011年には，健康保健課
に１名増員し，2013年現在３名のポルトガル語通
訳が配置されている．なお，外国籍住民に対する
取り組みのなかで，外国人児童の教育に関係す
る「いきいきエスコーラ事業」は，市内の公立小
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中学校に在籍する外国人児童のうち，ポルトガル
語を母国語とする児童を対象とした支援事業であ
る．2007年より実施された同事業において，2007
年には４名，2010年には７名，2013年現在は５名
の外国人指導員が教育現場に配置されている．

（2）NPO法人
NPO 法人コモンズ（以下，コモンズ）は，行
政の支援が届きにくい県内の福祉に対する細やか
な支援を行うことを目的に1996年設立された．コ
モンズは，様々な支援策の一つとして，常総市在
住の外国人労働者に対する就労・就学支援に取り
組んでいる．最初の外国人支援事業は，2009年の
シンポジウム開催であった．これは，前年である
2008年の経済危機において，多くの日系ブラジル

人が派遣切りを始めとする解雇に直面し，それに
付随して人材派遣企業社宅の強制退去など様々な
問題の発生が懸念されたことによる．このことか
らコモンズは，日系ブラジル人を雇用する企業を
中心としたブラジル人関連の各主体が，相互に交
流し，意見を交換する場を設ける必要性があると
考え，シンポジウムを開催した．参加者は，人材
派遣企業，商工会，市職業安定所，市市民協働課，
教育委員会，国際交流友の会などであり，各々の
視点から相互意見交換を行った．
また，労災に関する情報や社会保険未加入，早
期退職等といった雇用・被雇用者双方の視点から，
問題を理解したうえで，企業側と連携したブラジ
ル人の支援体制をつくり出す必要があるとの考え
から，2011年には「地域円卓会議in 茨城」を開
催した．この円卓会議は，現在まで全５回開催さ
れ，各回の協議内容は，雇用・キャリア形成・介
護・教育・福祉であった．
一方で，コモンズでは，日系ブラジル人に対す
る独自の就労支援を行っており，その一環として
2009年からは外国人向けの無料語学講習を行って
いる．この事業は本来，厚生労働省指揮のもと，
常総市が行う事業であるが，市からの委託を受け
たコモンズが代行して会場，講師，通訳などを準
備し実現した．また，無料語学講習の成果を実際
の雇用機会創出に繋げるため，コモンズでは，将
来的に展望のある介護職への就職を意識した支援
を行っている．特に2009年当時には，外国人の介
護職研修に関して，開始後の１年間は給与を国が
負担するという支援策が行われていたため，この
制度を用いてペルー人３人のヘルパー２級の資格
を取得させた．
これらの就業支援に加え，コモンズでは，2010
年から2012年にかけて外国人緊急雇用事業を主催
し，外国人労働者に対する就労相談を実施した．
また，相談員として茨城県在住の外国人を設置し
た．相談員の時給は1,300円，１日８時間労働とし，
市職業安定所にて募集した．初年度の倍率は３倍
であり，選考の結果，滞在期間が10年以上である
ブラジル人２人とペルー人１人，そしてブラジル

第９表　常総市における外国籍住民に関する
取り組み（1998～2013年）

注１）「ごみの出し方」は，2006年以前から多言語
化されてきたが，合併に伴い，常総市版「ご
みの出し方」が新たに多言語で作成された．
2006年以前の実施年度は不明である．

注２）無料語学講習は，厚生労働省主催で常総市の
委託を受け，茨城県NPO法人コモンズにて行
われた．

� （常総市提供資料および現地調査より作成）
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滞在経験をもつ日本人１人が採用された．しかし
2011年には，東日本大震災の影響から応募者数が
減少し，ブラジル人２人とペルー人１人，日本人
２人が採用された．緊急雇用対策は１年のみの雇
用と定められているため，原則として前年度雇用
者を再び雇用することはできない．そのため2010
年度採用のブラジル人２人のうち１人はNPOを
設立し，もう１名は工場勤務へと復帰，またペルー
人は帰国した．３年目となる2012年には，新たに
ブラジル人３人と日本人２人が雇用されたが，こ
の日本人２人は緊急雇用対策終了後の2013年も継
続して雇用されている．なお，これら緊急雇用対
策にかかる費用について特に行政などからの支援
は存在しない．そのためコモンズはこの資金源を，
トヨタ財団や郵便局財団などの民間財団に求めて
いる．
上述の就労支援に加え，コモンズではブラジル
人児童への就学支援も行っている．ブラジル人の
中学への進学率は約７～８割であるが，入学後に
不登校や退学になる生徒も多い．こうした生徒を
対象に，コモンズでは放課後の学習支援を行って
いる．

Ⅴ　常総市におけるエスニック集団と地域社会の
変容

Ⅴ－１　職業形態の特性とその変容
常総市における外国籍従業員を雇用する人材派

遣・請負企業，直接雇用企業および関連主体への
聞き取り調査から得られた知見により，主に労働
力需要側である外国人雇用企業側の視点から，産
業構造の変化とエスニック集団の就労形態の特性
およびその変容を分析する（第14図）．
まず，関東および首都圏への生産拠点として常
総市および周辺地域に立地する食品製造企業で
は，特に製造ライン工程において，日本人従業員
よりも日系ブラジル人を主体とした外国籍従業員
を基幹労働力として雇用することが分かった．中
でも大手食品製造企業では，一部製造品の製造ラ
インを請負企業に依頼することにより，日系ブラ
ジル人労働力を間接雇用する．
常総市において日系ブラジル人を主体とする外
国人労働力が雇用され始めた背景には，労働力の
需要側である製造企業と，供給側である日系ブラ
ジル人両者を繋ぐ人材派遣企業の媒介項としての
役割があった．市内の人材派遣企業は，1990年の
入管法改正により増加した日系ブラジル人労働力
の派遣事業に特化しつつ，1990年代後半に相次い
で創業した．創立当初は日系ブラジル人労働力の
需要が依然として高く，ブラジル国内の派出所お
よび旅行企業と提携することで，現地での人材採
用を積極的に行っていた．人材派遣企業は，往路
航空券手配，出生証明書となる戸籍標本の手配等
のほか，来日前後に必要となる行政手続きを日本・
ブラジル両国にて代行し，またブラジル人が日本
で生活する上で，言語通訳を含めた調整役として

第14図　常総市における日系ブラジル人と地域社会の変容



−87−

の役割を担うなど，国際労働力の輸入において積
極的な役割を果たしたといえる．
しかし2004年の派遣法改正を機に，2000年代後
半には市内人材派遣企業は請負企業へと経営形態
を変化させた．また，経営形態の変化と事業規模
の縮小に伴い，採用方法もブラジル本国の現地採
用からブラジル人のネットワークや口コミによる
補充型人材採用へと移行した．また，2004年の派
遣法改正を機に，その猶予期間となる2009年まで
直接雇用企業は人材派遣・請負企業との協力関係
を解消し，有期雇用となる期間工やパート従業員
として外国籍従業員の直接雇用を開始した．そも
そも従来，人材派遣企業を介して間接雇用してい
た要因として，作業現場での円滑な作業内容の指
示が日本語能力の点から困難である点があった
が，母国語がポルトガル語であり，かつ日本語能
力に長ける特定のリーダーを置き，採用から現場
指示等を任せるリーダー制を採ることで，直接雇
用が可能になったといえる．
こうした人材派遣・請負企業と直接雇用企業
における外国人労働力雇用形態の変化において，
2008年の経済危機，および2011年の東日本大震災
は特に大きな転換点となったといえよう．
まず，2008年の経済危機後に電気機械系製造業
が操業を停止すると，同製造業分野と協力関係に
あった人材派遣・請負企業は多大な影響を受けた．
しかし，食品製造業への経済的影響は少なく，む
しろ年間を通じて労働力の需要が恒常的に安定し
ていたため，余剰外国人労働力は主に食品製造企
業やその協力企業である人材派遣・請負企業へと
流動した．つまり，食品製造業が余剰労働力を吸
収する役割を担ったといえる．
しかし，電気機械系製造業では一定の職業訓練
により技術を習得できるという肯定的側面がある
一方で，食品製造業では職業技能の向上は求めら
れなく，むしろ経済危機後に日系ブラジル人の就
労構造がより単純労働へと集約されたとも捉えら
れる．
さらに，2011年の東日本大震災時には外国籍従
業員の流出が顕著であり，食品企業の製造業務に

支障を来たすほどの影響があった．これまで労働
市場におけるブラジル人の高い流動性が認識され
ていたことに加え，震災時における対応から，特
に食品製造業の直接雇用企業ではブラジル人労働
力の採用継続に関しては若干消極的な傾向がうか
がえ，むしろ彼らに替わり，新たにフィリピンを
中心としたアジア系国籍の外国人労働力へと切り
替えが進みつつある．こうした労働力切り替えの
背景には，フィリピン人が日本人配偶者としての
滞在資格をもつため労働資格上の問題がなく，ま
た一部の食品製造企業では作業内容が女性に適し
ているためである．こうした食品製造業の直接雇
用企業では，比較的安定した雇用労働力が確保さ
れている．
しかし，Ⅲ章で明らかとなったように，常総市
職業安定所への求職者の年齢別特徴において，20
～30歳代および60歳以上の高齢者へと二極化が確
認される．また，女性の割合が高い製造業直接雇
用企業では，日系ブラジル人の高齢化がみられる．
また雇用側の視点から通説となってきたよう
に，常総市でもブラジル人労働力の流動性の高さ
は雇用者により認識されており，特に2011年の震
災時における対応によって，日系ブラジル人の人
材採用に関してやや消極的傾向がみられる．しか
しながら単純労働力としての日本人雇用は依然と
して困難であり，結果として過酷な労働環境は期
間工やパート従業員として外国人労働力に頼らざ
るを得ないのが現状である．
一方で，就労側の視点から捉えると，2008年の
経済危機により労働力がより単純労働へと集約さ
れたことに加え，現場リーダーを除くパート従
業員は長期的な将来設計が困難となった．また，
2011年の東日本大震災と，一方でブラジル本国の
好景気の影響から，日系ブラジル人の定住意識や
在留計画においても重要な転換点となったことが
予測される．また，こうした経済・環境的変化に
伴い，日系ブラジル人は若年層の短期滞在志向と
高齢化しつつある長期滞在志向に分化しつつあ
り，前者は日本滞在における出稼ぎという明確な
目的意識があるため，流動性の高さは必然的であ
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るといえよう．
以上のことから，実態として地方工業都市にお
ける日系ブラジル人労働力需要は徐々に減少傾向
に転じつつあり，また，直接雇用企業で勤務する
日系ブラジル人の一部高齢化が確認された．この
高齢化が確認される世代は，日本への定住ないし
永住意識が強いと推測される．したがって将来的
に不足すると予測される単純労働力の担い手とし
て，フィリピン人を主体とするアジア圏の外国人
労働者の増加が常総市ではみられた．こうした傾
向は製造業比率の高い地方都市において，今後一
般的な雇用モデルとなる可能性があるといえよう．

Ⅴ－２　�地域社会における日系ブラジル人生活
環境の変容

常総市における日系ブラジル人生活環境の変容
を，常総市のホスト社会における代表者ならびに
地域に定住化しつつある日系ブラジル人への聞き
取り調査から得られた知見を基にまとめる（第14
図）．
まず，人口減少や高齢化に直面する地方都市の
衰退において，日系ブラジル人は積極的な役割を
果たした．特に2008年の経済危機後は電気機械系
製造工場の閉鎖により，同産業に従事していた日
本人労働者が概ね市外へと転出した．これにより，
住宅市場の供給過剰と賃料の低下が発生した．そ
のため，日系ブラジル人は従来の社宅住まいから
外部へと転出し，自由に住居を選好し始めた．さ
らに永住者の滞在資格をもつブラジル人の中に
は，戸建住宅を購入した者もおり，常総市におけ
る永住・定住志向が窺えた．
こうした住居選好における多様化は，日系ブラ
ジル人の消費行動全般の多様化として一般化する
ことができる．例えば，食品製造企業に勤務する
日系ブラジル人は，母国の食材や嗜好品を購入す
るため，食品企業の夜勤シフト後の平日日中を中
心にブラジル系エスニック事業所を利用する．し
かし，若いブラジル人家族世帯を中心に，週末は
近郊都市の大型商業施設での購買活動が定着し始
めている．こうした消費行動の多様化に加えて，

震災後の人口流出の結果，エスニック事業所の多
くは閉業し，現在水海道駅周辺に残るエスニック
事業所は帰化・定住志向の強い１世から２世の日
系ブラジル人により経営されているが，震災前よ
りも厳しい経営状況に置かれていることが分かっ
た．
また，こうしたエスニック事業所のうち，母国
の食材や嗜好品等を扱うエスニック事業所は，全
国展開するチェーンの一店舗であり，従って群馬
県や栃木県を中心とした全国の求人情報や中古品
の売買等の緩やかな情報結節点として機能してい
ることが分かった．こうしたエスニック事業所の
多様な機能は，職業先行で地域社会へ転入する日
系ブラジル人特有の移住形態と密接に関係してい
るといえよう．
なお，ブラジル人の帰国・定住志向はブラジル
人児童・学生の教育環境の選択から窺うことがで
きた．市内にはブラジル人学校が３校あり，ブラ
ジル人就学児童・学生は複数の選択肢から教育機
会を選択することが可能である．公立学校に比較
して学費が高いブラジル人学校へと子供を就学さ
せる両親世代は，帰国後の明確な将来設計に基づ
いて児童を学校へ通わせる傾向が強い．こうした
保護者世代は，日系３～４世が中心であり，子供
に日本語・ポルトガル語の両言語能力を習得させ
ることにより，ブラジル本国への適応を考えてい
る．従って，彼らの就労形態は人材派遣・請負事
業所を介した食品製造業が多く，短期出稼ぎ目的
であることから流動性も高い傾向にある．
しかし，公立学校へ子供を通学させる保護者世
代は，消極的に定住志向を選択する傾向にある．
こうしたフィリピン人を含む公立学校の外国籍就
学児童に対して，市・NPO法人は通訳の設置等，
教育援助事業を行っている．しかしながら，例え
ば日系ブラジル人児童の国内における進学率は依
然として低く，停学・退学児童の存在といった教
育現場における問題に関しては，今後とも看過で
きない．
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Ⅵ　おわりに

本研究では，茨城県常総市を事例とし，経済危
機前後の日系ブラジル人の就労形態の特性・変容
と，市内エスニック集団の生活環境の変容や定住
意識への影響を，地方工業都市の地域社会全体の
動態を含めて考察してきた．本研究で明らかと
なった知見は以下の通りである．
常総市の主幹産業である製造企業は，主に1970
～1980年代に首都圏への生産拠点として設立され
た．こうした製造工場のライン工程における単純
労働力として，特に1990年代後半以降，日系ブラ
ジル人を含む外国人労働力が雇用され始めた．こ
の背景には，労働力の需要・供給において媒介項
としての役割を担った人材派遣・請負企業の存在
があった．
しかし，2004年の派遣法改正，2008年の経済危
機，2011年の東日本大震災という，主に３点から，
労働力の市場構造は大幅に変化したといえる．
まず，2004年の派遣法改正により，市内の人材
派遣企業は，実質的な制度変更年となる2009年ま
でに請負企業へと企業形態を変化させた．しかし，
2004年の派遣法改正により，2009年までには人材
派遣・請負企業を介さないパート従業員・有期雇
用としての直接雇用が開始され，外国人労働力の
雇用環境はより限定的となった．こうした企業に
おける直接雇用を促進する要因として，2008年の
経済危機による事業規模縮小・撤退と，作業現場
におけるリーダー制の浸透があった．直接雇用企
業は，日本語能力の高い日系ブラジル人を正社員
として雇用し，新規採用から作業指示までを任せ
ることにより，それまで間接雇用を行う主要因と
なっていた通訳としての機能が不要となり，人材
派遣・請負企業の機能を吸収したといえる．
2008年の経済危機における常総市の外国人雇用
市場への直接的な影響は，電気機械系製造業のみ
に確認され，食品系製造業では見られなかった．
なぜなら，他工業集積地域の主幹産業が電気機械
系製造業に偏向していたのに対し，常総市では関
東・東北圏への供給地点として食品製造業が多く

卓越していたためである．従って他ブラジル人集
住地域と異なり失業率の急激な上昇は見られず，
2009年には一時的に市内ブラジル人人口が増加し
た．しかし，2008年の経済危機により，市内外国
人労働力がより単純労働へと集約されたともいえ
る．
一方で，2011年の東日本大震災ではブラジル人
が多数県外へと転出し，ブラジルへの帰国者も多
かった．年間を通じて安定的労働力を必要とする
食品企業は，ブラジル人を雇用することに対して
消極的姿勢を見せつつある．こうした状況におい
て，一部食品製造企業では，日本人配偶者の滞在
資格をもつフィリピン人女性労働力の雇用を開始
する傾向にある．
こうした労働力市場の変容により，ブラジル人
の生活形態においても大きな変化が見られた．ま
ず，2008年の経済危機により，結果としてブラジ
ル人は社宅住まいから賃貸住宅へと居住形態を変
えた．同様に購買行動においても変化が見られ，
買回り品を提供する市内エスニック事業所の経営
形態に大きく影響を与えている．
本国の経済的状況が改善されつつある現在，常
総市の日系ブラジル人において，帰国志向と滞在
志向の二極化が顕れつつある．前者は子供をブラ
ジル人学校へと通わせ，ブラジル本国への適応に
備えつつ，建設的な滞在計画の基，出稼ぎの性格
が強く窺える．しかし，後者で製造業に従事する
者は，今後の就業計画が不透明であることから，
職業・生活環境ともに日本経済の全体的な影響を
受けやすくなっている．
2013年には派遣法が再度改正され，全業種にお
ける派遣期間の制限が撤廃された．今後とも製造
業分野における単純労働力は，外国人労働力によ
り支えられることが想定されよう．しかし，直接
雇用企業において，日系ブラジル人からフィリピ
ン人へと主要労働力が切り替えられつつある現
在，日系ブラジル人は二極化を迎えつつあるとい
える．こうした傾向は全国の工業集積都市にて今
後確認される可能性があろう．
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本研究の現地調査に際して，常総市市民生活部市民協働課小林隆男氏，産業労働部商工観光課および教
育委員会の皆様，ハローワーク常総塚田雅美氏，茨城NPOセンター・コモンズ事務局の横田能洋氏，エスコー
ラ・オプションの上村まゆみ氏，佐藤亜希氏，鶴井麻子氏をはじめ，常総市内の皆様には多大なる御協力
を頂きました．また，本調査にご協力頂きました常総市内の企業の皆様には，多大なる御協力を頂きました．
以上，記して厚く御礼申し上げます．

［注］
１）�同事業は，2009年３月末までに入国し就職・離職した日系人を対象とし，母国への帰国旅費を支援す
る事業であり，2009年４月に厚生労働省主体で実施された．なお，同支援を利用し帰国した日系人は，
同身分による再入国が原則として３年間認められていなかったが，2013年９月に再度変更され，一定
の条件を基に再入国が許可された．

２）�常住人口調査は外国人を含む人口総数を記録している点が国勢調査とは異なるため，ここでは常住人
口調査の数値を使用した．
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